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第 1章 総則               
１ 計画策定の目的                            
  大規模地震等による災害では、がれき等の廃棄物も他の災害に比べて大量

に発生するほか、一般ごみについても道路の寸断等に伴い平常時の処理を行

うことが困難になることが想定されます。 

  秋田市災害廃棄物処理計画(以下｢本計画｣という｡)は、災害対策基本法（昭

和 36 年法律第 223 号）に基づく秋田市地域防災計画(第 21 次修正｡以下｢地域

防災計画｣という｡)を補完する計画として、想定される災害に対する事前の体

制整備とともに、市民、事業者および行政の連携に基づく災害廃棄物等の円

滑な処理を推進するため策定するものです。 

  なお、災害が発生した際は、本計画に基づき基本的な対応を行うものとし

ますが、個別の災害ごとに策定する災害廃棄物処理実行計画において、災害

の規模や被害状況等に応じ、災害廃棄物等の処理方針、発生量、処理体制、

仮置場、処理スケジュール等の具体的な内容を示すものとします。 

 

２ 計画の位置付け                            

  本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。

以下「廃棄物処理法」という。）に基づく秋田市一般廃棄物処理基本計画（秋

田市、平成 27 年３月策定）および地域防災計画をはじめ、秋田県災害廃棄物

処理計画（秋田県、平成 30 年３月策定・令和７年３月改定。以下「県処理計

画」という。特段の記載がない限り平成 30 年３月に策定した県処理計画を引

用する。）、災害廃棄物対策指針（環境省、平成 26 年 3 月策定・平成 30 年３

月改定。以下「環境省対策指針」という。）、大規模災害発生時における災害

廃棄物対策行動指針（環境省、平成 27 年 11 月策定）および災害廃棄物対策

東北ブロック行動計画(災害廃棄物対策東北ブロック協議会、平成 30 年３月

策定・令和７年１月改定）と整合を図りながら策定しております。本計画で

は、災害廃棄物等についての本市の基本的な考え方、処理方法等を示します。 

  本計画は、令和５年７月豪雨による災害廃棄物処理の経験から、一部の記

載を見直し､改訂するものであり、今後も適宜必要に応じて改訂するものです。 

  本計画の関連計画との位置付けを図 1-2-1 に示します。 
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図 1-2-1 本計画の位置付け 

出典：大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

 平成 27 年 11 月）P6 修正 
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３ 計画策定に当たっての基本方針                       

本計画の策定に当たっての基本方針を以下に掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象とする業務と災害廃棄物等の種類                 

(1) 対象とする業務 

   災害廃棄物等の処理は、市町村が行う固有事務として位置付けられます。

また、災害廃棄物等は、一般廃棄物に区分されることから、廃棄物処理法

により、基本的に市町村に処理責任があります。そのため、本計画では、

本市の事業として実施する災害廃棄物等の処理およびそれに関する一連の

業務を対象とします。 

 

(2) 対象とする災害廃棄物等の種類 

   本計画の対象とする災害廃棄物等は、地震、津波、豪雨等の自然災害に 

よって発生する廃棄物（災害廃棄物）および被災者や避難者の生活に伴い 

発生する廃棄物とします。災害廃棄物等の種類を表 1-4-1 に示します。な

お、災害に伴い倒壊した建物の解体・撤去・処理は、その所有者が自己責

任において行うことが原則となっています。また、事業者が被災したこと

による災害廃棄物等についても、事業者の自己処理責任において処理する

ことが原則となっています。しかしながら、災害による被害が甚大な場合、

廃棄物処理法に基づく災害廃棄物処理事業として国庫補助を受けて市が処

理を実施することも想定されることから、災害に伴う倒壊建物等により発

生する廃棄物についても対象とします。 

 
 

① 迅速かつ適正な処理 

災害からの早期の復旧・復興を目指し、迅速な処理を進めます。また、平時と同

様に廃棄物の適正な処理体制を確保し、公衆衛生上の支障を防止しながら、市民の

生活環境を保全します。 

② ３年以内の処理 

早期に復旧・復興ができるよう３年以内の処理を目指します。 

③ 市内処理 

できる限り市内の処理施設において処理することを基本とし、広域処理が必要な

場合においても、県内処理施設の最大限の活用を図ります。 

④ リサイクルの促進 

可能な限り分別し、再資源化による有効利用を図るとともに、処理の負担を軽減

します。 

計画の基本方針 
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表 1-4-1 災害廃棄物等の種類 

【地震、津波、豪雨等の自然災害によって発生する廃棄物（災害廃棄物）】 

種類 内訳 

木くず 柱、はり、壁材などの廃木材 

畳・布団 被災家屋から排出される畳・布団で、被害を受け使用できなくなったもの 

コンクリートがら等 コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルトくず等 

金属くず 鉄骨や鉄筋、アルミ材等 

可燃物/可燃系混合物 繊維類、紙、木くず、プラスチック等が混在した可燃系廃棄物 

不燃物/不燃系混合物 
分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラス、土砂(土砂

崩れにより崩壊した土砂、津波堆積物(注１)等が混在し、おおむね不燃系の廃棄物 

腐敗性廃棄物 
動物の死がい、被災冷蔵庫等から排出される水産物、食品、水産加工場や飼肥料

工場等から発生する原料および製品等 

廃家電（４品目） 
被災家屋から排出される家電４品目（テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵

庫･冷凍庫）（注２）で、災害により被害を受け使用できなくなったもの 

小型家電/その他家電 
被災家屋から排出される小型家電等の家電４品目以外の家電製品で、災害により

被害を受け使用できなくなったもの 

廃自動車等 災害により被害を受け使用できなくなった自動車、自動二輪、原付自転車 

有害廃棄物/危険物 

石綿含有廃棄物、ＰＣＢ(注３)、感染性廃棄物、化学物質、フロン類・ＣＣＡ(注４)・テ

トラクロロエチレン(注５)等の有害物質、医薬品類、農薬類の有害廃棄物、太陽光パ

ネルや蓄電池、消火器、ボンベ類などの危険物等 

その他処理が困難な 

廃棄物 

ピアノ、耐火金庫等の地方公共団体の施設では処理が困難なもの（レントゲンや非破

壊検査用の放射線源を含む。）、漁網、石こうボード、廃船舶（災害により被害を受け

使用できなくなった船舶）等 

(注１)海底の土砂やヘドロが津波により陸上に打ち上げられ堆積したものや、陸上に存在していた農地土

壌等が津波に巻き込まれたもの 

(注２)特定家庭用機器再商品化法（平成 10 年法律第 97 号）第２条第４項に規定する特定家庭用機器 

(注３)ポリ塩化ビフェニル化合物の総称 

(注４)クロム銅ヒ素系木材保存剤使用廃棄物 

(注５)有機塩素系溶剤の一種、俗称として「パークレン」とも呼ばれる。 

【被災者や避難者の生活に伴い発生する廃棄物】 

種類 内訳 

生活ごみ 家庭から排出される生活ごみ 

避難所ごみ 避難所から排出されるごみで、事業系一般廃棄物として管理者が処理する。 

し尿 
仮設トイレ（災害用簡易組み立てトイレ、レンタルトイレおよび他市町村・関係業界等から提供され

たくみ取り式トイレの総称）等からのくみ取りし尿、災害に伴って便槽に流入した汚水 

出典：環境省対策指針 修正 
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５ 想定する災害と被害                          

(1) 想定する災害等 

   本計画で想定する災害は、想定される最大規模の災害（ケース①）、秋田

市を含めた周辺の複数市町村にも多大な被害が発生する災害（ケース②）

および主に秋田市内に被害が集中する中小規模の災害（ケース③）の３ケ

ースとします（表 1-5-1）。 

   また、参考で令和５年７月豪雨の際の被害状況を記します。 

表 1-5-1 本計画における想定する災害 

想定災害 被害規模 

ケース① 想定される最大規模の災害 特大 

ケース② 秋田市を含めた周辺の複数市町村にも多大な被害が発生する災害 大 

ケース③ 主に秋田市内に被害が集中する中小規模の災害 中小 

 

(2) 想定災害の設定と被害 

   表 1-5-1 に示した想定災害には、秋田県地震被害想定調査報告書(秋田県 

平成 25年８月｡以下｢県地震被害想定｣という｡)で示された想定地震のうち、

本市の想定被害状況が上記各ケースの想定災害に最も合致していると考え

られる想定地震等を選定します。 

   県地震被害想定の想定地震の一覧を表 1-5-2 に、本市における想定地震

ごとの組成別災害廃棄物発生量を表 1-5-3 および表 1-5-4 に示します。な

お、想定地震は、国の地震調査研究推進本部が評価した地震や過去に発生

した地震、想定外をつくらないよう県が独自に設定した連動地震等の 27 パ

ターンです。 

表 1-5-2 県地震被害想定の想定地震一覧 

No. 想定地震 M 分類  No. 想定地震 M 分類 

1 能代断層帯 7.1 内陸型  15 天長地震北由利断層連動 7.8 内陸型 

連動 

2 花輪東断層帯 7.0 内陸型  16 津軽山地西縁断層帯南部 7.1 内陸型 

3 男鹿地震 7.0 内陸型  17 折爪断層 7.6 内陸型 

4 天長地震 7.2 内陸型  18 雫石盆地西縁断層帯 6.9 内陸型 

5 秋田仙北地震震源北方 7.2 内陸型  19 北上低地西縁断層帯 7.8 内陸型 

6 北由利断層 7.3 内陸型  20 庄内平野東縁断層帯 7.5 内陸型 

7 秋田仙北地震 7.3 内陸型  21 新庄盆地断層帯 7.1 内陸型 

8 横手盆地東縁断層帯北部 7.2 内陸型  22 海域 A 7.9 海域型 

9 横手盆地東縁断層帯南部 7.3 内陸型  23 海域 B 7.9 海域型 

10 真昼山地東縁断層帯北部 7.0 内陸型  24 海域 C 7.5 海域型 
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11 真昼山地東縁断層帯南部 6.9 内陸型  25 海域 A＋B連動 8.5 海域型 

連動 

12 象潟地震 7.3 内陸型  26 海域 B＋C連動 8.3 海域型 

連動 

13 横手盆地真昼山地連動 8.1 内陸型 

連動 

 27 海域 A＋B＋C連動 8.7 海域型 

連動 

14 秋田仙北地震震源北方 

秋田仙北地震連動 

7.7 内陸型 

連動 

     

出典：県地震被害想定 P8 修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-5-1 県地震被害想定の想定地震で設定された震源域 

出典：県地震被害想定 P8 修正・加筆 

 

秋田市域 
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表 1-5-3 秋田市の組成別災害廃棄物発生量（地震災害） 

柱材・角材 コンクリート 金属くず 可燃物 不燃物 土材系

(リサイクル) (再生資材化) (リサイクル) (焼却処理) (埋立処分) (再生資材化)

1地震 1,165 11,856 797 4,271 16,062 1,893 36,044 12

2地震 65 558 36 238 832 99 1,827 19

3地震 7,504 78,966 5,106 27,516 97,444 11,016 227,552 7

4地震 108,482 1,274,780 81,341 397,766 1,382,436 148,676 3,393,482 2

5地震 6,482 65,741 4,302 23,769 85,643 9,885 195,823 8

6地震 105,039 1,216,673 78,009 385,142 1,349,930 146,749 3,281,542 3

7地震 7,761 78,520 5,111 28,459 101,662 11,689 233,202 6

8地震 944 9,598 656 3,462 13,383 1,599 29,644 14

9地震 1,244 12,692 850 4,562 17,082 2,008 38,437 11

10地震 1,103 11,168 755 4,044 15,336 1,817 34,223 13

11地震 347 3,390 215 1,271 4,361 496 10,080 16

12地震 1,343 14,203 943 4,925 18,227 2,107 41,747 10

13地震 11,195 113,774 7,407 41,050 146,733 16,855 337,014 5

14地震 13,368 135,498 8,774 49,016 173,670 19,870 400,196 4

15地震 153,389 1,832,416 116,519 562,426 1,942,872 206,798 4,814,419 1

16地震 0 0 0 0 0 0 0 20

17地震 142 1,338 85 522 1,803 208 4,099 18

18地震 373 3,590 456 1,243 1,243 0 6,903 17

19地震 2,440 24,517 1,598 8,945 32,009 3,691 73,199 9

20地震 629 6,018 383 2,306 7,936 909 18,181 15

21地震 0 0 0 0 0 0 0 20

想定
地震

秋田市における選別後の組成別災害廃棄物量（t）

合計
順位

 

出典：県処理計画・資料編 

 

表 1-5-4 秋田市の組成別災害廃棄物発生量（津波災害） 

柱材・角材 コンクリート 金属くず 可燃物 不燃物 土材系

(リサイクル) (再生資材化) (リサイクル) (焼却処理) (埋立処分) (再生資材化)

137,501 293,544 723,124
(73,386) (293,544) (366,930)
290,612 601,104 1,072,181

(146,244) (584,976) (731,220)

24地震 739 7,118 903 2,464 2,464 0 13,689 6

835,534 1,076,542 2,682,726
(253,365) (1,013,460) (1,266,825)
574,082 617,229 1,732,304

(142,262) (569,050) (711,312)
1,466,716 1,447,766 4,422,231
(331,258) (1,325,031) (1,656,289)

3

1

合計

想定
地震

秋田市における選別後の組成別災害廃棄物量（t）

順位

22地震 19,234 185,221 23,509 64,115

23地震 120,194 7,709 41,298

46,280 521,607 33,071 169,693

5

4

2

27地震 90,876 1,019,274 64,388 333,212

26地震 33,735 360,459 23,102 123,696

25地震

11,263

 

出典：県処理計画・資料編 
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(3) 本計画の想定災害規模 

  ア 想定される最大規模の災害（ケース①） 

    ケース①は､表 1-5-3 および表 1-5-4 より､災害廃棄物発生量が全地震

の中で最大となる 15 地震(天長地震北由利断層連動)とします｡ 

(全壊 25,874 棟、半壊 36,274 棟) 

   ※天長 7 年(830 年)2 月 3 日本市の北部付近を震源として発生したＭ7.0～7.5 の地震 

  イ 秋田市を含めた周辺の複数市町村にも多大な被害が発生する災害 

（ケース②） 

    ケース②は、津波を伴う海域型地震とし、表 1-5-4 および図 1-5-1 よ

り、津波堆積物を含む災害廃棄物発生量が多く、秋田市を含めた複数の

市町村に被害が生じる 23 地震（海域 B）とします。 

（全壊 2,386 棟、半壊 2,110 棟） 

    なお、津波を伴う連動型の地震は、ケース①と同等規模の災害となる

ため、本ケースの対象としておりません。 

  ウ 主に秋田市内に被害が集中する中小規模の災害（ケース③） 

    ケース③は、被害が本市に集中する河川の氾濫や内水氾濫等を想定し、

災害規模は、市内建物総数の 0.5％が全壊する災害とします。 

（全壊 753 棟、半壊 1,506 棟） 

    なお、半壊棟数は、秋田市域を震源とする想定地震（４地震(天長地震)

および６地震(北由利断層)）の全壊建物数と半壊建物数の比率１：２を

用い、全壊建物の２倍発生すると想定しました。 

表 1-5-5 ケース③における全壊・半壊建物の発生比率の設定 

地震名 または 

被害想定ケース 

全壊棟数 半壊棟数 全壊半壊比率 

全壊：半壊 

天長地震（M7.2）：4 地震 16,679 29,592 1：1.8 

北由利断層（M7.3）：6 地震 15,535 30,499 1：2.0 

ケース③主に秋田市内に被害

が集中する中小規模の災害 
－ － 

設定値 

1:2 

表 1-5-6 本計画の想定災害 

想定災害 想定地震 地震発生確率 

ケース①想定される最大規模の災害 天長地震北由利断層連動 設定なし 

ケース②秋田市を含めた周辺の複数市町村に

も多大な被害が発生する災害 
海域 B 

50 年以内で 

10％以下(注１) 

ケース③主に秋田市内に被害が集中する中小

規模の災害 
想定なし － 

(注１) 県地震被害想定に示された秋田県沖の地震、佐渡北方沖の地震および山形県沖の地震の発生確率の

範囲を記載した。 
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 (4) 水害の発生への備えと被害想定 

  ア 気象データによる備え 

    １時間に 100 ミリを超えるような集中豪雨を除き、降水量や降水場所 

   によって、市内の災害廃棄物発生場所をある程度予想することができま

す。 

    防災部局からの大雨予想の情報提供と同時に、気象庁などが発表する  

今後の降水量予測と、観測所ごとの過去の 24 時間降水量の実績を比較し

ながら、災害廃棄物発生予想エリアの絞り込みを行います。 

 

秋田市内気象観測拠点（令和７年１月現在） 

秋田市山王、仁別、岩見三内、雄和、大正寺 

         

  イ 地図データによる備え 

    市が公表している「水害ハザードマップ」や「秋田市内水浸水想定区

域図」および国土地理院の地図データ（標高図）などを前提として、過

去の大雨時の災害廃棄物が発生しやすいエリアを組み合わせることによ

って、環境部での災害廃棄物発生予想エリアを絞り込みます。 

    こうした被災予想エリアの絞り込みを行った後に、十分に安全を確保 

した上で、災害廃棄物発生状況調査を行い､被災エリアを確認後その状況

に即して、災害ごみ仮置場の指定につなげます。 

 

表 1-5-7 令和５年７月豪雨の被害状況（単位：棟） 

全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 計 

11 2,459 23 578 3,038 6,109 

                                                     （令和６年３月 18 日現在） 
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第２章 災害廃棄物対策          
１ 処理基本方針                             
 (1) 処理の方針 

  ア 迅速な対応･処理 

    生活衛生の確保、地域復興の観点から、災害廃棄物等の処理は、時々

刻々変化する状況に対応できるよう迅速な処理を行います。 

 

  イ 衛生的な処理 

    災害時は、建物等の損壊、火災の発生、断水や下水道の停止、停電等

の被害が想定され、その際に多量に発生する生活ごみやし尿については、

防疫等、生活衛生の確保を最重要事項として対応します。 

 

  ウ 計画的な対応･処理 

    災害による道路の寸断、一時的に多量に発生する災害廃棄物等に対応

するため、仮置場の適正配置、迅速な収集・運搬体制の確立や有効な緊

急処理施設の設置などにより、災害廃棄物等を効率的に処理します。 

    また、災害廃棄物等の処理は、地域復興と連動して行うほか、通常の

廃棄物処理業務についても停滞させないよう十分に考慮し、計画的に処

理を行います。 

 

  エ 市内廃棄物処理施設の活用 

    廃棄物処理施設の被災状況を把握した上で、可能な限り市内の処理施

設を活用し、早期処理を目指します。市内の処理施設での円滑な処理が

困難な場合は、秋田県内の他市町村や他県の市町村等と連携し、処理完

了を目指します。 

 

  オ 環境に配慮した処理 

    災害時においても十分に環境に配慮し、災害廃棄物等の処理を行いま

す。特に建築物解体の際のアスベスト飛散防止対策、野外焼却の防止、

ＰＣＢ使用機器の散逸防止、仮設処理施設におけるダイオキシン類対策

等、関係法令等を遵守した処理を徹底します。 

 

  カ リサイクルの推進 

    災害廃棄物等の資源化を図ることは、処理量の軽減につながり、効率

的な処理にも有効です。例えば、建築物の解体時は、解体と廃棄物の分

別を実施するなどリサイクルを推進します。 
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  キ 被災者へ配慮した対応 

    被災者にとって価値があると認められる有価物や金庫、アルバム等に

ついては、可能な限り一時保管します。保管したものは、所有者等に引

き渡す機会を設けられるように努めます。 

 

  ク 安全作業の確保 

    災害時の処理業務は、組成や量の違い、危険物の混入など通常業務と

異なることから、作業の安全確保を図ります。 

 

 (2) 災害廃棄物処理実行計画の策定 

   災害発生時は、原則として本市が災害規模や本計画を踏まえ、災害廃棄

物処理実行計画を策定します。 

 

 (3) 処理期間 

   東日本大震災の処理期間を踏まえ、ケース①およびケース②の災害にお

いては、おおむね３年以内の処理完了を目指します。ケース③の災害につ

いては、１年以内の処理完了を目指します。 

 

 

表 2-1-1 令和５年７月豪雨災害事業費一覧 

                     （単位：千円） 

項目 事業費 

市総合環境センターかかり増し経費 13,476 

直営収集運搬経費 569 

直営仮置場消耗品経費 292 

収集運搬業務委託経費 71,540 

仮置場管理運営等委託経費 108,983 

仮置場災害廃棄物処分経費 350,741 

土砂混じり廃棄物関連経費 17,454 

被災建物公費解体経費 3,860 

し尿収集運搬経費 1,209 

合計 568,124 

※令和６年 12月１日現在 

災害等廃棄物処理事業費補助金対象経費 
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２ 組織体制・指揮命令系統・担当別業務概要                           

 (1) 組織体制・指揮命令系統 

  ア 組織体制 

本市に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとして、秋田市災害対

策本部等が設置された場合、災害廃棄物処理関連業務を遂行する組織とし

て環境部災害廃棄物対策班を設置します。 

環境部災害廃棄物対策班は、指揮担当、庶務担当、収集運搬担当、調査

指導担当、環境対策担当および施設担当の６担当体制とし、環境部各課か

ら人員を動員し、臨時の体制を組織するものとします。 

また、総括責任者は、環境部長が務めるものとします。環境部災害廃棄

物対策班の組織図を図 2-2-1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1 環境部災害廃棄物対策班の組織 

 

  イ 指揮命令系統（環境部災害廃棄物対策班）                                      

    災害廃棄物等の処理においては、指揮担当が各担当への指示および命

令を行います。指揮担当は、災害廃棄物対策全体の進行管理を行い、全

体の進行状況や業務量の変化に応じ、各担当に対して適宜、職員の補充

および配置替えを行います。 

庶務担当は、指揮担当の補助として情報の集約・伝達の役割を担います。 

調査指導担当 庶務担当 環境対策担当 施設担当 収集運搬担当 

県・他市町村 
秋田市 

災害対策本部等 

環境部 
災害廃棄物対策班 

指揮担当 

他部局 秋田県 
（災害廃棄物担当部局） 
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 (2) 担当別業務概要 

   環境部災害廃棄物対策班各担当の主要な業務を表 2-2-1 に示します。 

表 2-2-1 環境部災害廃棄物対策班の業務内容 

対応課所 業務内容

環境部長 ①総合指揮および全体の進行管理と調整

環境部次長 ②各担当への指示および命令

各所属長 ③職員の人員配置

①指揮担当の補助

②職員の参集状況の確認

③災害対策本部等との連絡調整

④国、県および他都市との連絡

⑤国庫補助事務

⑥他都市からの支援およびボランティア等の受入・配置

⑦他都市等への支援

⑧災害廃棄物等の収集運搬

⑨仮置場の開設および運営

⑩災害廃棄物発生状況調査

①災害廃棄物等処理業務の管理

②委託業者（通常時）および収集運搬許可業者との連絡調整

③災害廃棄物等の収集運搬の統括

④臨時のごみ集積所の開設

⑤仮設トイレの確保と設置

⑥一般廃棄物業界団体等への支援要請

⑦災害廃棄物等発生量の推計

⑧災害廃棄物等処理方針の検討

⑨地域別仮置場必要面積の算定

⑩災害廃棄物等処理のスケジュールおよびフローの作成

⑪災害廃棄物処理実行計画の策定

⑫広報に関する計画と実施

⑬市民等からの相談対応

⑭仮置場の選定・確保の協議および開設・運営の統括

⑮有害廃棄物および処理困難物の対応

⑯災害廃棄物発生状況調査の統括

①がれき等の処理に関する指導等

②産業廃棄物業界団体等への支援要請

③不法投棄対策

④仮置場の選定・確保の協議および開設・運営

⑤災害廃棄物等の収集運搬

⑥災害廃棄物発生状況調査

⑦仮設処理施設設置運営事務

①被災地の環境監視と対策

②災害廃棄物等の収集運搬

③仮置場の開設および運営

④災害廃棄物発生状況調査

①施設等の被害状況確認

②施設等の応急対策

③災害廃棄物等搬入の受付

④災害廃棄物等の処理

⑤センター内の仮置場の選定、開設および運営

⑥仮設処理施設（焼却施設）の運営

調査指導担当 廃棄物対策課

環境対策担当 環境保全課

施設担当
総合環境
センター

担当

指揮担当

庶務担当 環境総務課

収集運搬担当
環境都市
推進課

 

※「災害廃棄物等の収集運搬」「仮置場の運営」は、環境部外の応援（動員） 

職員の従事を検討します。 



第２章 災害廃棄物対策 
 

14 

３ 協力・支援体制                                       

 (1) 国、都道府県、市町村等の支援 

   本市において災害が発生した際の情報収集や、単独で対応することが困 

  難な量の災害廃棄物等の発生が予見される場合など、支援を受ける必要が

あると考えられる場合は､協定等に基づき、国､県および県内外市町村等に

対し協力を要請します。 

 

 (2) 民間事業者との連携 

   本市において災害が発生した際の情報収集や、単独で対応することが困  

  難な量の災害廃棄物等の発生が予見される場合など、支援を受ける必要が

あると考えられる場合は、協定等に基づき、民間事業者に対して連携を要

請します。 

   連携項目は災害廃棄物等の収集運搬、仮置場の管理･運営、し尿処理など  

災害廃棄物等の処理に直接関係するものから、資機材の提供、電気施設の

復旧支援等災害復旧を進め、災害廃棄物等の処理に間接的に資する項目ま

で多肢にわたります。 

 

表 2-3-1 令和５年７月豪雨時の連携項目 

【災害廃棄物の収集運搬】 

  秋田市廃棄物処理協会、秋田市総合振興公社、秋田県トラック協会 

  秋田市建設業協会、秋田県解体工事業協会、秋田県産業資源循環協会 

  全国都市清掃会議（会員自治体）、自衛隊 

【仮置場の管理・運営】 

  秋田県産業資源循環協会 

【災害廃棄物の処分】 

  秋田県産業資源循環協会 
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４ 職員への教育訓練                                   

  災害廃棄物等の処理は、災害の規模、種類および発生場所に応じて異なり、 

計画では想定していなかった様々な課題が発生します。また、災害時の混乱状

況において迅速かつ適切に処理を実施するためには、平時からの人材育成が必

要です。そのため、本市は、県および環境省東北地方環境事務所が開催する定

期的な研修会等に職員を参加させ、自ら考え、適切な判断や行動がとれる担当

者を育成します。また、発災時に人材活用を図り、教育訓練を受けた職員をリ

スト化し、定期的に更新します。 

  市の教育訓練例の流れを図 2-4-1、必要な能力の習得方法例を図 2-4-2 に示

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注)環境省から協力要請を受け、災害廃棄物の処理が適正かつ円滑・迅速に行われるよう、有識者、地方自治

体関係者、業界団体関係者等による支援組織。 

図 2-4-1 市の教育訓練の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2 必要な能力の習得方法例 

出典：国立環境研究所 災害廃棄物情報プラットフォーム ワークショップ形式を用いた研修の例 P1 修正
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５ 想定災害別の災害廃棄物および避難所ごみの発生量           

 (1) 災害廃棄物 

  ア 災害廃棄物発生量 

    本計画において設定した３ケースの想定被害のうち、ケース①および

ケース②については、県処理計画において、災害廃棄物発生量の推計が

行われています。 

    ケース③については、過去の災害事例を参考に、災害廃棄物発生量の

推計を行っています。   

表 2-5-1 災害廃棄物発生量（ケース①） 

組成 処理方法 災害廃棄物発生量（ｔ） 

柱材・角材 リサイクル 153,389 

コンクリート 再生資材化 1,832,416 

金属くず リサイクル 116,519 

可燃物 焼却処理 562,426 

不燃物 埋立処分 1,942,872 

土材系 再生資材化 206,798 

 合計 4,814,419 

出典：県処理計画       

 

表 2-5-2 災害廃棄物発生量（ケース②、津波堆積物を含む） 

組成 処理方法 災害廃棄物発生量（ｔ） 
柱材・角材 リサイクル 11,263  
コンクリート 再生資材化 120,194  
金属くず リサイクル 7,709  
可燃物 焼却処理 41,298  
不燃物 埋立処分 290,612 （146,244） 
土材系 再生資材化 601,104 （584,976） 
 合計 1,072,181 （731,220） 

※（）内数値は、全量のうち津波堆積物に由来する量を表す。 

出典：県処理計画       

 

表 2-5-3 災害廃棄物発生量（ケース③） 

組成 処理方法 災害廃棄物発生量（ｔ） 

柱材・角材 リサイクル 2,499 

コンクリート 再生資材化 37,500 

金属くず リサイクル 9,163 

可燃物 焼却処理 2,292 

不燃物 埋立処分 28,930 

土材系 再生資材化 2,548 

 合計 82,932 

 

表 2-5-4 令和５年７月豪雨 災害廃棄物発生量（令和６年 12 月１日現在、単位:ｔ） 

片付けごみ 6,871 土砂混じり廃棄物 3,846 解体ごみ 213 合計 10,930 



第２章 災害廃棄物対策 
 

17 

  イ 廃家電 

    全壊家屋における廃家電発生量は､新潟県中越地震(平成16年)における

解体系災害廃棄物の発生量を元に発生原単位を設定し、推計しました。 

    また、半壊家屋においても、家電の破損に伴う廃家電は発生すること    

から、全壊家屋と同等の廃家電発生原単位を用いることで推計しました。 

 

表 2-5-5 平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震時の解体系災害廃棄物の発生量 

解体系災害廃棄物 搬入量（2007年末 1棟当たり 解体系災害廃棄物 搬入量（2007年末 1棟当たり

の種類 までの見込み量） の種類 までの見込み量）

総量 147,344 ﾄﾝ 49.2 ﾄﾝ 廃木材 21,643 ﾄﾝ 7.2 ﾄﾝ

可燃粗大ごみ 3,023 ﾄﾝ 1.0 ﾄﾝ 木くず 6,213 ﾄﾝ 2.1 ﾄﾝ

可燃ごみ 6,890 ﾄﾝ 2.3 ﾄﾝ コンクリートがら 71,732 ﾄﾝ 24.0 ﾄﾝ

不燃粗大ごみ 203 ﾄﾝ 0.1 ﾄﾝ 廃プラスチック 1,362 ﾄﾝ 0.5 ﾄﾝ

不燃ごみ 6,553 ﾄﾝ 2.2 ﾄﾝ ガラス・陶磁器 1,000 ﾄﾝ 0.3 ﾄﾝ

廃家電 440 ﾄﾝ 0.1 ﾄﾝ 瓦 4,446 ﾄﾝ 1.5 ﾄﾝ

　　　　　テレビ 2,604 台 0.9 台 石膏ボード 5,178 ﾄﾝ 1.7 ﾄﾝ

　　　　　冷蔵庫 3,151 台 1.1 台 鉄・アルミ 2,094 ﾄﾝ 0.7 ﾄﾝ

　　　　　洗濯機 1,702 台 0.6 台 壁土 9,281 ﾄﾝ 3.1 ﾄﾝ

　　　　　エアコン 2,471 台 0.8 台 その他（残渣等） 7,295 ﾄﾝ 2.4 ﾄﾝ

出典：廃棄物資源循環学会シリーズ③ 災害廃棄物（島岡、山本 編，平成 21 年）P55 表 3-5 

 

表 2-5-6 廃家電の発生原単位の設定 

種別 
全壊 1棟あたりの 

発生量（台／棟） 

半壊 1棟あたりの 

発生量（台／棟） 
テレビ 0.9 0.9 

冷蔵庫 1.1 1.1 

洗濯機 0.6 0.6 

エアコン 0.8 0.8 

※全壊 1棟当たり発生量：新潟県中越地震時の解体系災害廃棄物の文献値より設定 

※半壊 1棟当たり発生量：1棟当たり、最大で全壊と同程度の発生台数があると想定し設定 

 

 

【廃家電の推計式】 

 

※ 発生原単位は、環境省対策指針などの最新情報を参考に、常に積算方法を

検討します。 

○廃家電発生量 

テレビ ： （全壊棟数 ＋ 半壊棟数） × 0.9 台 

冷蔵庫 ： （全壊棟数 ＋ 半壊棟数） × 1.1 台 

洗濯機 ： （全壊棟数 ＋ 半壊棟数） × 0.6 台 

エアコン ： （全壊棟数 ＋ 半壊棟数） × 0.8 台 
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   (ｱ) 廃家電発生量（ケース①）                             

     ケース①において発生する廃家電量を表 2-5-7 に示します。 

 

表 2-5-7 発生する廃家電量（ケース①） 

種別 
原単位 

（台／棟） 

全壊棟数 

（棟） 

半壊棟数 

（棟） 

発生量 

（台） 

テレビ 0.9 

25,874 36,274 

55,933 

冷蔵庫 1.1 68,363 

洗濯機 0.6 37,289 

エアコン 0.8 49,718 

出典：県地震被害想定 P257 

 

   (ｲ) 廃家電発生量（ケース②）        

     ケース②において発生する廃家電量を表 2-5-8 に示します。 

 

表 2-5-8 発生する廃家電量（ケース②） 

種別 
原単位 

（台／棟） 

全壊棟数 

（棟） 

半壊棟数 

（棟） 

発生量 

（台） 

テレビ 0.9 

2,386 2,110 

4,046 

冷蔵庫 1.1 4,946 

洗濯機 0.6 2,698 

エアコン 0.8 3,597 

出典：県地震被害想定 P257 

 

   (ｳ) 廃家電発生量（ケース③）                     

     ケース③において発生する廃家電量を表 2-5-9 に示します。 

 

表 2-5-9 発生する廃家電量（ケース③） 

種別 
原単位 

（台／棟） 

全壊棟数 

（棟） 

半壊棟数 

（棟） 

発生量 

（台） 

テレビ 0.9 

753 1,506 

2,033 

冷蔵庫 1.1 2,485 

洗濯機 0.6 1,356 

エアコン 0.8 1,807 

 

表 2-5-10 令和５年 7月豪雨時に発生した廃家電量および原単位 

種別 発生量(台) 全壊棟数 半壊棟数 原単位（台/棟） 

テレビ 3,142  

 

 

 11 

 

 

 

2,459 

1.27 

冷蔵庫 2,773 1.12 

洗濯機 1,612 0.65 

エアコン 293 0.12 
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 (2) 避難所ごみ 

   避難所ごみ（避難所における生活ごみ）発生量は、環境省対策指針に示

された推計方法により、避難者人数に一人１日当たりの発生原単位として

県処理計画で示された平成27年度の実績値664g/人･日を乗じることで推計

しました。 

 

  ア 避難所ごみ発生量（ケース①） 

 

表 2-5-11 発生する避難所ごみ量（ケース①） 

避難者数（人） 避難所ごみ（ｔ／日） 

124,697 82.8 

出典：県地震被害想定 P450 冬 18 時４日後の避難者数抜粋 

 

  イ 避難所ごみ発生量（ケース②） 

 

表 2-5-12 発生する避難所ごみ量（ケース②） 

避難者数（人） 避難所ごみ（ｔ／日） 

14,567 9.7 

出典：県地震被害想定 P451 冬 18 時４日後の避難者数抜粋 

 

  ウ 避難所ごみ発生量（ケース③）  

    ケース③では避難者数の推計が行われていないため、県地震被害想定

で示された全壊および半壊の棟数の合計値と避難者人口の直線回帰を用

い、被害建物１棟当たりの避難者数が 1.97 人となると想定し、避難者数

を推計しました。 

 

表 2-5-13 発生する避難所ごみ量（ケース③） 

建物総数に対する 

全壊割合（%） 

全壊棟数 

（棟） 

半壊棟数（棟） 

（全壊棟数×2） 

避難者人口 

（人） 

避難所ごみ 

（ｔ／日） 

0.5 753 1,506 4,451 3.0 

※避難者人口は、（全壊棟数＋半壊棟数）×1.97 人として算定（端数は切上げ） 
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６ 仮置場の必要面積、候補地および保管能力                

 (1) 仮置場の分類と定義 

   仮置場は、住民がごみを搬入する「住民用仮置場」、災害廃棄物の仮置き

と重機や人力による粗分別や粗破砕を行う「一次仮置場」、破砕選別機等の

処理施設を設置し、本格的な中間処理を行う「二次仮置場」に分類されま

す。表 2-6-1～3 に仮置場の役割および設置事例等を、図 2-6-1～2 に仮置

場のレイアウト例を示します。 

表 2-6-1 住民用仮置場の役割、設置事例等 

管理 

主体 
市 

役割 被災した住民が持ち込む、生活ごみや家財道具、家電等を仮置きする。 

設置 

時期 
①災害の規模や発災状況に応じ、発災初期にできるだけ速やかに設置することが望ま

しい。 

②運営・管理に相当な人的資源を必要とすることから、ごみ処理体制の復旧に伴い、

閉鎖することを基本とする。 

留意点 ①公有地に設置することが望ましい。 

②被災した住民が持ち込みやすい、被災地区に近い場所に設置する。 

③分別指導や分別を促す見せごみ（種類別に集積したがれきの山）の設置が必要。 

④便乗ごみの持込みが懸念されるため、対策が必要。 

⑤ごみ処理施設が受入可能な場合は、住民に直接処理施設へ持込みをしてもらう。 

⑥廃棄物処理業者と意見交換をしながら、搬出時を見すえ運営方法を検討する。 

令和５年７月豪雨 秋田市  見せごみ※の設置事例 

 

 

 

 

 

 

 

規模 小 

稼働 

設備 
運搬車両 

設置 

事例 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※分別を促すため、あらかじめ品目ごとに実物を区分配置して見せるごみ 

令和５年７月豪雨 秋田市 住民用仮置場 

 

  

                       

見せごみ 
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表 2-6-2 一次仮置場の役割、設置事例等 

管理 

主体 
市 

役割 ①道路等の散乱物や被災家屋の解体等により発生した災害廃棄物を仮置きする。 

②輸送効率を高めるための積替え拠点として設置し、重機を使用した前処理（粗分別）

の機能を持つ。 

設置 

時期 
①発災初期にできるだけ速やかに設置することが望ましい。 

②被災家屋の解体等が完了し、一次仮置場から災害廃棄物を搬出後、閉鎖する。 

留意点 ①公有地に設置することが望ましい。 

②災害の規模や仮置場の広さによっては住民用仮置場と併用して運営することも可能 

③火災防止や搬入時の渋滞緩和の視点から管理運営の実績のある民間団体などと平

時から意見交換を実施しながら運営方法を明確化する。 

④災害廃棄物の数量管理のため、トラックスケール（車両重量計）を設置する場合があ

る。 

⑤搬入時に受入許可業者や分別品質等について管理を行う。 

⑥処理先の受入基準を満たす場合は二次仮置場を経由せず、直接処理施設へ搬出

する。 

規模 中～大 

稼働 

設備 
運搬車両、バックホウ等の重機 

（二次仮置場を設置しない場合は、破砕・選別機等を設置する場合がある） 

設置 

事例 
令和５年７月豪雨 秋田市 旧空港跡地 仮置場（受入期間中） 
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表 2-6-3 二次仮置場の役割、設置事例等 

管理 

主体 
県または市 

役割 一次仮置場から搬入された災害廃棄物を仮置きし、破砕・選別等の処理を行い、焼却

施設や再資源化施設への搬出拠点とする。 

設置 

時期 
市町村からの地方自治法（昭和 22 年法律第６７号）第 252 条の 14 の規定に基づく

事務委託の要請時期による（県に事務委託した場合） 

留意点 ①公有地に設置することが望ましい。 

②災害廃棄物の量や種類によっては、設置しない場合もある。 

③災害廃棄物の数量管理のため、トラックスケールの設置およびマニフェストを用いた

管理を実施する。 

④搬入時に受入許可業者や分別品質等について管理を行う。 

規模 大 

稼働 

設備 
運搬車両、バックホウ等の重機、破砕・選別機、ベルトコンベヤ 

設置 

事例 
令和５年７月豪雨 秋田市 旧空港跡地 仮置場（受入期間終了後） 

 

 

 

東日本大震災 岩手県大槌町 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：災害廃棄物処理情報サイト 環境省：災害廃棄物処理の過程 選別 
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図 2-6-1 一次仮置場のレイアウト例（令和５年７月豪雨 秋田市 旧空港跡地） 

 

 

図 2-6-2 二次仮置場のレイアウト例（平成 28年熊本地震 益城町の県有地） 
出典：熊本地震による被害の実態と災害廃棄物処理の現状、課題等について 平成 28 年度中部ブロック 

  災害廃棄物対策セミナー（熊本県循環社会推進課災害廃棄物処理支援室、平成 28 年 11 月） 
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 (2) 仮置場の地域別必要面積 

  ア 市内全体の仮置場面積の算定                          

    市内全体の一次仮置場必要面積算定式および仮置場模式図を図 2-6-3

に示します。仮置場必要面積の算定に当たっては、東日本大震災の岩手

県内の実績を参考に、底面 5,000m2（占用面積 6,514m2）、高さ 5m、法面勾

配 1:2.0 となるように仮置きすることを基本としました。なお、容量が

少ない場合には、表 2-6-4 に示すように底面 500～4,000 m2となるよう仮

置きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-6-3 一次仮置場面積算定式と模式図 

表 2-6-4 仮置場面積と容量 

災害廃棄物の 

底面積（m2） 
仮置容量（m3） 占有面積（m2） 

5,000 18,929 6,514 

4,000 14,675 5,365 

3,000 10,523 4,195 

2,000 6,528 2,994 

1,000 2,838 1,732 

500 1,264 1,047 

＜仮置場必要面積の算定式＞ 

 仮置場必要面積＝（a＋①余裕幅）2 

①余裕幅：10m（5m×2）       ②仮置き量＝（a2＋b2）×1/2×高さ 

③災害廃棄物等の見かけ比重：可燃物 0.4t/m3、不燃物 1.1t/m3、津波堆積物物 1.46t/m3(※１) 

④仮置場高さ：5m           ⑤法面勾配 1:2.0(※２) 

  余裕幅 5m 

災害廃棄物 

5,000m2 

b 

平面図 

a 

a≒70.71m 

b≒50.71m 

平均断面法 

(※１)環境省対策指針・技術資料 18-2 
(※２)法面勾配は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46 年厚生省令第 35 号）

第１条の６」に準拠し、50％（底辺：高さ＝2:1 の傾きで約 26.5 度）とした。 

災害廃棄物 
26.5° 

幅 5m 

高さ 
5m 

a 

b 

横断図 
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    市内全体の必要仮置場面積は、ケースごとに表2-6-5に整理しました。 

 

表 2-6-5 災害廃棄物発生量推計と必要仮置場面積（市内全体） 

災害廃棄物発生量（t） 災害廃棄物発生量（m3）

可燃物 不燃物 津波堆積物 可燃物 不燃物 津波堆積物 合計

ケース① 1,022,592 3,791,828 0 2,556,480 3,447,116 0 6,003,596

ケース② 75,088 265,872 731,221 187,720 241,702 500,836 930,258
ケース③ 16,660 66,272 0 41,650 60,247 0 101,897

5000ｍ2 5000m2箇所面積 余り量 余り量面積 必要面積

箇所数 （m2） （ha） （m3） （m2） (ha) （m2） (ha)

ケース① 317 2,064,938 206.49 3,103 2,994 0.30 2,067,900 206.79

ケース② 49 319,186 31.92 2,737 1,732 0.17 320,900 32.09
ケース③ 5 32,570 3.26 7,252 4,195 0.42 36,800 3.68

想定災害

想定災害

 

※必要面積は、県処理計画・資料編に準拠 

想定災害 

ケース①：想定される最大規模の災害 

ケース②：秋田市を含めた周辺の複数市町村にも多大な被害が発生する災害 

ケース③：主に秋田市内に被害が集中する中小規模の災害 

 

  イ 地域別仮置場面積の算定                             

    災害廃棄物の発生量は、人口等の集積の度合いに応じて増減します。

そのため、秋田市内においても、地域ごとに必要となる仮置場の面積は

異なることが想定されます。そこで、秋田市内を図 2-6-4 に示す地域に

区分し、秋田市内で発生すると想定されている災害廃棄物の量を地域の

人口に応じて按分しました。この按分した地域別災害廃棄物発生量に基

づき、地域ごとの一次仮置場面積を算定しました。図 2-6-4 に示した 7

地域区分ごとの人口を表 2-6-6 に示します。 

 

地域区分  

①中央地域 

②東部地域 

③西部地域 

④南部地域 

⑤北部地域 

⑥河辺地域 

⑦雄和地域 

図 2-6-4 秋田市の地域区分 

出典：第 11 次秋田市総合計画 
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表 2-6-6 秋田市の地域区分別世帯数および人口 

地域区分 世帯数 男 女 人口 計
中央地域 36,244 ( 25% ) 31,602 36,043 67,645 ( 23% )
東部地域 29,224 ( 20% ) 27,290 30,617 57,907 ( 20% )
西部地域 15,796 ( 11% ) 15,725 17,611 33,336 ( 11% )
南部地域 22,657 ( 15% ) 22,969 25,897 48,866 ( 17% )
北部地域 36,434 ( 25% ) 35,154 39,198 74,352 ( 25% )
河辺地域 3,570 ( 2% ) 3,637 3,918 7,555 ( 3% )
雄和地域 2,611 ( 2% ) 2,632 2,772 5,404 ( 2% )

合計 146,536 ( 100% ) 139,009 156,056 295,065 ( 100% )  

出典：住民基本台帳（秋田市市民課、令和６年４月 1日現在） 

 

 

    表2-6-6に示した地域区分別人口からケース①の仮置場面積を表2-6-7

に、ケース②の仮置場面積を表2-6-8に、ケース③の仮置場面積を表2-6-9

に示します。 

 

表 2-6-7 地域別必要仮置場面積（ケース①） 

【ケース①】

災害廃棄物発生量（t） 災害廃棄物発生量（m3）
可燃物 不燃物 津波堆積物 可燃物 不燃物 津波堆積物 合計

中央地域 234,434 869,294 0 586,085 790,267 0 1,376,352

東部地域 200,685 744,153 0 501,714 676,502 0 1,178,216
西部地域 115,531 428,395 0 288,827 389,450 0 678,277
南部地域 169,352 627,968 0 423,381 570,880 0 994,261
北部地域 257,678 955,484 0 644,195 868,622 0 1,512,817
河辺地域 26,183 97,088 0 65,457 88,262 0 153,719
雄和地域 18,728 69,446 0 46,821 63,133 0 109,954

合計 1,022,592 3,791,828 0 2,556,480 3,447,116 0 6,003,596

5000ｍ2 5000m2箇所面積 余り量 余り量面積 必要面積

箇所数 （m2） （ha） （m3） （m2） (ha) （m2） (ha)

中央地域 72 469,008 46.90 13,464 5,365 0.54 474,400 47.44

東部地域 62 403,868 40.39 4,618 2,994 0.30 406,900 40.69
西部地域 35 227,990 22.80 15,762 6,514 0.65 234,500 23.45
南部地域 52 338,728 33.87 9,953 4,195 0.42 342,900 34.29
北部地域 79 514,606 51.46 17,426 6,514 0.65 521,100 52.11
河辺地域 8 52,112 5.21 2,287 1,732 0.17 53,800 5.38
雄和地域 5 32,570 3.26 15,309 6,514 0.65 39,100 3.91

合計 313 2,038,882 203.89 78,819 33,828 3.38 2,072,700 207.27

地域区分

地域区分
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表 2-6-8 地域別必要仮置場面積（ケース②） 

【ケース②】

災害廃棄物発生量（t） 災害廃棄物発生量（m3）
可燃物 不燃物 津波堆積物 可燃物 不燃物 津波堆積物 合計

中央地域 17,214 60,952 167,636 43,036 55,411 114,819 213,266

東部地域 14,736 52,178 143,503 36,840 47,434 98,290 182,565
西部地域 8,483 30,038 82,612 21,208 27,307 56,584 105,099
南部地域 12,435 44,031 121,098 31,088 40,029 82,944 154,061
北部地域 18,921 66,996 184,257 47,303 60,905 126,203 234,411
河辺地域 1,923 6,808 18,723 4,806 6,189 12,824 23,819
雄和地域 1,375 4,869 13,392 3,438 4,427 9,173 17,037

合計 75,088 265,872 731,221 187,720 241,702 500,836 930,258

5000ｍ2 5000m2箇所面積 余り量 余り量面積 必要面積

箇所数 （m2） （ha） （m3） （m2） (ha) （m2） (ha)

中央地域 11 71,654 7.17 5,047 2,994 0.30 74,600 7.46

東部地域 9 58,626 5.86 12,204 5,365 0.54 64,000 6.40
西部地域 5 32,570 3.26 10,454 4,195 0.42 36,800 3.68
南部地域 8 52,112 5.21 2,629 1,732 0.17 53,800 5.38
北部地域 12 78,168 7.82 7,263 4,195 0.42 82,400 8.24
河辺地域 1 6,514 0.65 4,890 2,994 0.30 9,500 0.95
雄和地域 0 0 0.00 17,037 6,514 0.65 6,500 0.65

合計 46 299,644 29.96 59,524 27,989 2.80 327,600 32.76

地域区分

地域区分

 

 

表 2-6-9 地域別必要仮置場面積（ケース③） 

【ケース③】

災害廃棄物発生量（t） 災害廃棄物発生量（m3）
可燃物 不燃物 津波堆積物 可燃物 不燃物 津波堆積物 合計

中央地域 3,819 15,193 0 9,548 13,812 0 23,360

東部地域 3,270 13,006 0 8,174 11,824 0 19,998
西部地域 1,882 7,487 0 4,706 6,807 0 11,512
南部地域 2,759 10,975 0 6,898 9,978 0 16,875
北部地域 4,198 16,700 0 10,495 15,181 0 25,677
河辺地域 427 1,697 0 1,066 1,543 0 2,609
雄和地域 305 1,214 0 763 1,103 0 1,866

合計 16,660 66,272 0 41,650 60,247 0 101,897

5000ｍ2 5000m2箇所面積 余り量 余り量面積 必要面積

箇所数 （m2） （ha） （m3） （m2） (ha) （m2） (ha)

中央地域 1 6,514 0.65 4,431 2,994 0.30 9,500 0.95

東部地域 1 6,514 0.65 1,069 1,047 0.10 7,600 0.76
西部地域 0 0 0.00 11,512 5,365 0.54 5,400 0.54
南部地域 0 0 0.00 16,875 6,514 0.65 6,500 0.65
北部地域 1 6,514 0.65 6,748 4,195 0.42 10,700 1.07
河辺地域 0 0 0.00 2,609 1,732 0.17 1,700 0.17
雄和地域 0 0 0.00 1,866 1,732 0.17 1,700 0.17

合計 3 19,542 1.95 45,110 23,579 2.36 43,100 4.31

地域区分

地域区分
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 (3) 仮置場として利用可能な空地の選定方針 

   仮置場は、公有地を基本とし、広い空地を確保しやすい公園、グランド

等を活用する方針とします。仮置場として利用可能な空地としては、以下

のような場所が想定されます。 

 

  ア 県との協定に基づく仮置場                         

    県と市は、平成 20 年 10 月に「災害時における廃棄物の仮置場に関す

る協定」を締結しています。この協定では、本市で災害が発生し、災害

廃棄物の仮置場が必要になったときに旧秋田空港跡地の利用を要請でき

ることとなっています。 

 

  イ 秋田市内の都市公園                                 

    市内の都市公園である街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運

動公園、歴史公園、緑地、緑道および広場の中から占有面積 6,514m2が確

保できる都市公園を抽出し、利用することを検討します。 

 

  ウ 秋田市内の運動場等                                  

    市内の運動場のほか、森林総合公園等の都市公園以外の公園から、占

有面積 6,514m2が確保できる場所を抽出し、利用することを検討します。 

 

  エ その他施設                                  

    都市公園および運動場等以外のその他施設として、秋田市総合環境セ

ンター（河辺豊成）構内のスペースなどを活用することを検討します。 

 

ケース① ケース② ケース③ ケース① ケース② ケース③
中央 166.2 47.4 7.5 1.0 28.5% 4.5% 0.6%
東部 97.0 40.7 6.4 0.8 41.9% 6.6% 0.8%
西部 146.0 23.5 3.7 0.5 16.1% 2.5% 0.4%
南部 21.0 34.3 5.4 0.7 163.3% 25.6% 3.1%
北部 12.3 52.1 8.2 1.1 423.7% 67.0% 8.7%
河辺 18.1 5.4 1.0 0.2 29.7% 5.2% 0.9%
雄和 10.8 3.9 0.7 0.2 36.2% 6.0% 1.6%
計 471.4 207.3 32.8 4.3 44.0% 6.9% 0.9%

（参考）　地域別仮置場候補地（上記ア～ウ）の利用率

地域
区分

仮置場候補地
面積(ha)

仮置場必要面積(ha) 仮置場候補地利用率
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７ 想定災害別仮設トイレ必要数およびし尿発生量                    

 (1) 被災時のし尿処理において留意すべき事項 

   仮設トイレは、避難所において避難者の生活に支障が生じないよう、表

2-7-1 に示す事項を勘案し、設置･管理していく必要があります。本市では、

必要な数の仮設トイレを確保するため、民間事業者との間に「災害時にお

ける仮設トイレの確保等に関する協定」を締結しています。 

   また、仮設トイレ設置後においても、その管理を行う必要があり、し尿

処理施設が被災し、使用不能な場合は、県内外の市町村等に対し、し尿の

受入支援を要請します。 

   なお、協定先の保有基数・種類（和式又は洋式）について、平時から定

期的に確認しておきます。 

 

表 2-7-1 仮設トイレの設置において考慮すべき事項 

考慮すべき事項 

①避難箇所数と避難人員数に基づく仮設トイレ必要基数の算定および確保 

②応援供給を受ける仮設トイレの一時保管場所の確保 

③他市町村からの応援を含めた仮設トイレ設置体制の確保 

④仮設トイレの衛生管理に必要な消毒剤、消臭剤等の確保および計画的な散布 

⑤他市町村やし尿処理業者等からの応援を含めた、し尿の収集・処理体制の確保 

⑥仮設トイレの管理および処理に要する期間の見込み 

⑦仮設トイレの設置場所と処理先への収集運搬ルートの確保 

 

 (2) 推計方法 

   避難所における仮設トイレ必要基数は、避難者人数に対する仮設トイレ

設置目安（50 人当たり１基）をもとに推計しました。「避難所におけるトイ

レの確保・管理ガイドライン」（内閣府、平成 28 年４月）では、災害発災

当初は50人当たりに１基が仮設トイレ設置基数の目安として望ましいとさ

れています。 

   また、避難所におけるし尿発生量は、環境省対策指針・技術資料 14-3 で

示されている一人１日当たりのし尿排出量 1.7L／人･日を原単位として推

計します。 

 

表 2-7-2 避難所における仮設トイレ必要基数およびし尿発生量の推計条件 

仮設トイレ設置目安 50（人/基） 

仮設トイレ必要基数 避難者数/仮設トイレ設置目安 

し尿の一人１日当たり排出量 １．７L/人・日 

し尿発生量 避難者数×し尿の一人１日当たり排出量 
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 (3) 推計結果 

  ア 避難所におけるし尿発生量等 （ケース①）                      

     

表 2-7-3 避難所におけるし尿発生量および仮設トイレ必要設置基数（ケース①） 

避難者数 

（人） 

し尿発生量 

（Ｌ／日） 

仮設トイレ必要 

設置基数（基） 

124,697 211,985 2,494 

                出典：県地震被害想定 P450 冬 18 時４日後の避難者数抜粋 

 

  イ 避難所におけるし尿発生量等 （ケース②）         

  

表 2-7-4 避難所におけるし尿発生量および仮設トイレ必要設置基数（ケース②） 

避難者数 

（人） 

し尿発生量 

（Ｌ／日） 

仮設トイレ必要 

設置基数（基） 

14,567 24,764 292 

           出典：県地震被害想定 P451 冬 18 時 4 日後の避難者数抜粋 

 

  ウ 避難所におけるし尿発生量等 （ケース③）                         

  

表 2-7-5 避難所におけるし尿発生量および仮設トイレ必要設置基数（ケース③） 

避難者数 

（人） 

し尿発生量 

（Ｌ／日） 

仮設トイレ必要 

設置基数（基） 

4,451 7,567 90 
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８ 想定災害別ごみ処理施設およびし尿処理施設の被害想定と所要復旧期間     

 (1) 施設の被害想定 

ア 施設被害状況 

    各施設の想定災害別の震度および浸水深を表 2-8-1 および表 2-8-2 に、

耐震性を表 2-8-3 に示します。また、各震度階級での被害イメージを表

2-8-4 に示します。 

    秋田平野の山裾に位置する秋田市総合環境センターの溶融施設、リサ

イクルプラザ、最終処分場および第２リサイクルプラザについては、津

波の影響はなく、最大震度６弱となっています。一方、日本海沿いに位

置する秋田市汚泥再生処理センターでは、最大震度６強であり、海域型

地震を想定するケース②では、1.3m 程度の津波被害が想定されています。 

    各施設の耐震性は、着工年が最も古いリサイクルプラザにおいても平

成９年着工であり、新耐震基準を満たしており、いずれの施設も高いと

位置づけられます。 

    なお、最終処分場は、構造上その耐震性や被害想定が困難であるため、

以下に掲げる想定災害における影響等を他の施設と同等なものとして整

理します。 

表 2-8-1 総合環境センターの想定災害別震度および浸水深 

想定災害 震度および浸水深 

ケース①想定される最大規模の災害 
震度 6 弱 

浸水深 － 

ケース②秋田市を含めた周辺の複数市町村にも

多大な被害が発生する災害 

震度 5 弱 

浸水深 0m 

ケース③主に秋田市内に被害が集中する中小規

模の災害 

震度 5 弱以下 

浸水深 － 

表 2-8-2 汚泥再生処理センターの想定災害別震度および浸水深 

想定災害 震度および浸水深 

ケース① 
震度 6 強 

浸水深 － 

ケース② 
震度 5 強 

浸水深 1.298m 

ケース③ 
震度 5 強以下 

浸水深 － 

表 2-8-3 各施設の耐震性 

No. 施設名 着工 竣工 耐震性 

1 

 

溶融施設 平成 10 年 9月 

（増強：平成 21 年 10 月） 

平成 14 年 3月 

（増強：平成 21 年 10 月） 

高い 

2 リサイクルプラザ 平成 9年 9 月 平成 11 年 3月 高い 

3 最終処分場 － － － 

4 第２リサイクルプラザ 平成 16 年 10 月 平成 18 年 9月 高い 

5 汚泥再生処理センター 平成 23 年 9月 平成 25 年 1月 高い 



第２章 災害廃棄物対策 
 

32 

表 2-8-4 震度階級別被害イメージ 

震度 

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

5 強 ほとんど被害はない。 
壁、はり、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が入ることがある。 

6 弱 
壁、はり、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が入ることがある。 

壁、はり、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が多くなる。 

6 強 
壁、はり、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

が多くなる。 

壁、はり、柱などの部材に、斜めや X 状の

ひび割れ・亀裂がみられることがある。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるも

のがある。 

7 

壁、はり、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂

がさらに多くなる。 

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾く

ものがある。 

壁、はり、柱などの部材に、斜めや X 状の

ひび割れ・亀裂が多くなる。 

１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるも

のが多くなる。 

※1  鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年 

(1981 年)以前は耐震性が低く、昭和 57 年(1982 年)以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形 

式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだ 

けで耐震性の高低が決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することがで 

きる。 

※2  鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみら 

れることがある。 

出典：気象庁震度階級関連解説表 

 

  イ 地震および津波による影響                          

    総合環境センターについては、ケース①において、壁、はり、柱など

の部材に、ひび割れ・亀裂が入る被害が想定されるが、施設機能は維持

できると考えられます。また、その他のケースでは施設の建物構造には

大きな影響はないと考えられます。 

    一方で、汚泥再生処理センターでは、ケース①において、壁、はり、

柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多く発生すると考えられ、施設の建

物構造の点検、機能性を評価および補修等が必要となります。また、表

2-8-2 に示すとおり、ケース②において、同センターは 1.298m の津波被

害が想定されています。同センターでは、津波や洪水対策として、受変

電設備等の主要な電気系統を２階に設置しているものの、１階の施設に

ついては、漂流物や波力による破損が想定されます。 

 

 (2) 所要復旧期間の設定 

   表 2-8-5 に示すとおり、想定される被害レベル、施設の耐震性および災

害事例でみられた稼働停止期間を勘案し、所要復旧期間を設定しました。

なお、津波の被害が想定される汚泥再生処理センターについては、表 2-8-6

のとおり、１年程度稼働が停止するケースを設定しました。 



第２章 災害廃棄物対策 
 

33 

表 2-8-5 総合環境センターの復旧期間の設定 

想定災害  復旧期間 考え方 

ケース① 
20 日 

程度 

 想定される震度 6 弱では、壁、はり、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入るこ

とがあり、施設の点検、補修が必要となる。  

 過去の災害事例からは、20日程度の稼働停止期間が多く、耐震基準を満足し

ていることを踏まえ、20 日を復旧期間として設定する。 

ケース② 
1 週間 

程度 

想定される震度 5 弱では、構造物への直接的な被害は想定されないが、施設

の点検作業が必要となる。 

過去の災害事例からは、稼働停止期間は 3 日程度であり、前後の余裕をみて

1週間程度を復旧期間として設定する。 

ケース③ 
1 週間 

程度 

震度 5 弱以下の災害であり、構造物への影響は想定されないが、施設の点検

は必要となる。点検日数と前後の余裕をみて 1 週間程度を復旧期間として設定

する。 

 

表 2-8-6 汚泥再生処理センターの復旧期間の設定 

想定災害 復旧期間 考え方 

ケース① 
20 日 

程度 

 想定される震度6強では壁、はり、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなり、

施設健全度の評価、補修等が必要となる。 

 過去の災害事例からは、20日程度の稼働停止期間が多く、平成 25年の竣工

であり、耐震基準を満足していることを踏まえ、20 日を復旧期間として設定する。 

ケース② １年程度 

想定される震度 5 強では、構造物への直接的な被害は想定されないが、汚泥

再生処理センターでは津波の波力や漂流物により基本的な機能が損なわれるケ

ースも想定し、1年を復旧期間として設定する。 

ケース③ 
1 週間 

程度 

震度 5 強以下の災害であり、構造物への影響は想定されないが、施設の点検

は必要となる。点検日数と前後の余裕をみて 1 週間程度を復旧期間として設定

する。 

 

 (3) ごみ処理施設(溶融）およびし尿処理施設が稼働不能となったときの影響

および対応方針 

   表 2-8-7 では、それぞれの処理施設が稼働不能となった場合の期間ごと

の影響および対応方針について、設定しました。 

 

表 2-8-7 稼働不能時の影響および対応方針 

 期間 影響および対応方針 

ごみ処理施設 

（溶融施設） 

１週間程度 

１か月程度 

１か月以上 

溶融ごみピットおよび焼却ごみピット※で一時保管後処理 

上記ピット内保管容量を超え、最終処分場で応急的保管後処理 

ピット・最終処分場の保管容量超過。外部処理委託検討 

し尿処理施設 １週間程度 

２０日程度 

長期に及ぶ場合 

市内業者の余力や回収サイクルの延期で対応。再開後処理 

県内市町村への処分の支援要請 

内陸部施設等への長期処理協力の支援を要請 

※ 焼却ごみピットは、昭和 58 年竣工 



第２章 災害廃棄物対策 
 

34 

９ 想定災害別避難所ごみ、災害廃棄物およびし尿の処理方針        

(1) 避難所ごみの処理方針 

   避難所ごみは、水や食料等の支援物資が届けられることから、段ボール

や容器包装等が中心となります。また、弁当がら、食品残さなど衛生管理

が求められる廃棄物も発生します。不特定多数の人が多く集まる避難所に

おいては、感染症防止の観点からも、ごみの適切な保管、貯留場所の確保

を行います。 

 

  ア 一時保管場所 

    避難所ごみの一時保管場所として想定する候補箇所を表 2-9-1 に示し

ます。衛生管理の観点から、避難者とごみを隔離する形での貯留が望ま

しいが、そのためには収集運搬手段の確保が必要であるほか、避難者以

外の住民への生活上の支障が生じない運搬や保管を実施する必要があり

ます。 

 

表 2-9-1 避難所ごみの一時保管の候補箇所 

一時保管場所 概要・特徴等 

溶融施設ごみピット （概要） 
溶融施設のごみピットに貯留する。 
【ごみピット諸元】 貯留容量（重量）：9,200ｍ３（4,500ｔ） 
 
（特徴） 
①避難者とごみを隔離できるため、衛生管理上望ましい。また、周辺住民と
の離隔も確保できる。 

②溶融施設までの収集・運搬手段の確保が必要。 

旧焼却施設ごみピット （概要） 
溶融施設の一時保管場所として利用している旧焼却施設のごみピットに貯
留する。 
【ごみピット諸元】 貯留容量（重量）：6，000ｍ３（4,000ｔ） 

 
（特徴） 
①避難者とごみを隔離できるため、衛生管理上望ましい。また、周辺住民と
の離隔も確保できる。 

②旧焼却施設までの収集・運搬手段の確保が必要。 

避難所における保管 （概要） 
避難所における空きスペースに可能な範囲で貯留する。 
 
（特徴） 
①収集・運搬の必要がない。 
②害虫の防除、ウィルス、細菌による感染症防止策の実施が必要。 

専用仮置場 （概要） 
避難所から発生する、生ごみ等の腐敗性廃棄物の仮置場を選定する。 
 
（特徴） 
①避難者とごみを隔離できるため、衛生管理上望ましい。 
②周辺住民に影響のない専用の仮置場の選定が必要。 
③専用仮置場までの収集・運搬手段の確保が必要。 
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  イ 対応方針                                        

    溶融施設、旧焼却施設の保管余力の活用を前提とし、表 2-9-2 に示す

対応方針を設定しました。 

 

表 2-9-2 避難所ごみの一時保管の対応方針 

一時保管の対応方針 

①各避難所から溶融施設までの車両運搬ルートと収集車両が確保される場合は、溶融施設、旧

焼却施設のごみピットに可能な範囲で貯留する。 

②収集・運搬ルートが寸断され、又は収集運搬車両が確保できない場合は、各避難所のスペー

スに一時的に貯留する。 

③溶融施設が再稼働できた場合は、処理を行いながら、継続的に避難所ごみの搬入を受け入れ

る。 

④ごみピットの容量を超過する廃棄物が発生する場合は、各避難所の空きスペースに保管する。 

⑤臭気や感染症など衛生管理上の課題が生じた集積所のごみは、優先的にごみピット又は専用

仮置場で保管する。 
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 (2) 災害廃棄物の処理方針（津波堆積物を含む。）※余力は平成 30年 10 月現在 

ア 想定される最大規模の災害（ケース①） 

    ケース①の処理目標期間等の条件を表 2-9-3 に示します。処理期間の

目標は 3年間とし、被災建物解体撤去の目標期間は 1.5 年として処理方

針を定めます。 

 

表 2-9-3 ケース①における処理の目標期間等の条件 

項目 設定条件 備考 

目標処理期間 ３年 目標期間は３年であるが、既存施設の復旧、処理体制

の確立などの準備に４か月程度を要するものとして、実質

的な処理期間は 2.7 年（2年 8か月）とする。 

解体撤去期間 １．５年 撤去期間は 1.5 年（1 年 6 か月）であるが、1 か月程度

後から解体撤去が本格化するとして実質的な処理期間は

1年 5か月とする。 

市内溶融余力 106,331ｔ （年間処理能力 [ｔ/年] － 年間稼働実績[ｔ/年]） 

×2.7 年 

可燃物発生量 562,426ｔ  

過不足量 ▲456,095ｔ  

市内埋立余力 

 

254,277ｔ 一般廃棄物処分場余力： 241,803ｔ 

産業廃棄物処分場余力：12,474ｔ 

不燃物発生量 1,942,872ｔ 左記数値に可燃物の焼却灰 94,183ｔが加わる。 

過不足量 ▲1,782,778ｔ 余力 254,277ｔ－発生量 1,942,872ｔ－焼却灰 94,183ｔ 

 

    災害廃棄物のうち、市内で処理できるものについては市内処理を行い

ます。ただし、可燃物および不燃物ともに、発生量が市内の処理施設の

余力を上回ることから、以下のとおり処理方針を示します。 

 

    (ｱ) 処理方針-1（100%広域処理） 

      余力を上回る可燃物および不燃物の全量を広域処理します。 

 

表 2-9-4 ケース①における処理方針-1 

項目 方針 

可燃物 県内他市町村でも余力がないため、県外広域処理を中心に処理を進める。広域処

理体制の構築に半年（6か月）程度を要すると想定して、処理体制を構築する。 

不燃物 県内他市町村でも余力がないため、県外広域処理を中心に処理を進める。広域処

理体制の構築に半年（6か月）程度を要すると想定して、処理体制を構築する。 
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    (ｲ) 処理方針-2（可燃物は 50％広域処理、50%仮設焼却処理、不燃物は    

100％広域処理） 

      余力を上回る可燃物の 50%を広域処理し、残りの 50%は、本市内に

仮設焼却施設を設置し、市内処理します。 

      また、余力を上回る不燃物は、全量を広域処理します。 

 

表 2-9-5 ケース①における処理方針-2 

項目 方針 

可燃物 県内他市町村でも余力がないため、要処理量の 50%は県外広域処理を中心に行い、残

り 50%は仮設焼却施設を設置し、処理を進める。 

広域処理体制の構築に半年（6 か月）程度を要すると想定し、処理体制を構築するとと

もに、仮設焼却施設の設置に 1 年程度を要すると想定し、仮設焼却施設の処理能力を設

定する。 

不燃物 県内他市町村でも余力がないため、県外広域処理を中心に処理を進める。 

広域処理体制の構築に半年（6か月）程度を要すると想定して処理体制を構築する。 

 

    (ｳ) 処理方針-3（可燃物は 100%仮設焼却処理、不燃物は 100%広域処理) 

      余力を上回る可燃物は、本市内に仮設焼却施設を設置し、全量を

市内処理します。 

      また、余力を上回る不燃物は、全量を広域処理します。 

 

表 2-9-6 ケース①における処理方針-3 

項目 方針 

可燃物 仮設焼却施設を設置し、処理を進める。 

仮設焼却施設の設置に 1年程度要すると想定し仮設焼却炉の能力を設定する。 

不燃物 県内他市町村でも余力がないため、県外広域処理を中心に処理を進める。 

広域処理体制の構築に半年（6か月）程度を要すると想定して処理体制を構築する。 
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  イ 秋田市も含めた周辺の複数市町村にも多大な被害が発生する災害 

(ケース②）    

    ケース②の処理目標期間等の条件を表 2-9-7 に示します。処理期間の

目標は３年間とし、被災建物解体撤去の目標期間は 1.5 年として処理方

針を定めます。 

 

表 2-9-7 ケース②における処理の目標期間等の条件 

項目 設定条件 備考 

目標処理期間 ３年 目標期間は３年であるが、既存施設の復旧、処理体制

の確立などの準備に４か月程度を要するものとして、実質

的な処理期間は 2.7 年（2年 8か月）とする。 

解体撤去期間 １．５年 撤去期間は 1.5 年（1 年 6 か月）であるが、1 か月程度

後から解体撤去が本格化するとして実質的な処理期間は

1年 5か月とする。 

市内溶融余力 106,331ｔ （年間処理能力 [ｔ/年] － 年間稼働実績[ｔ/年]） 

×2.7 年 

可燃物発生量 41,298ｔ  

過不足量 65,033ｔ  

市内埋立余力 

 

254,277ｔ 一般廃棄物処分場埋立余力： 241,803ｔ 

産業廃棄物処分場埋立余力：12,474ｔ 

不燃物発生量 290,612ｔ 左記数値に可燃物の焼却灰 1,239ｔが加わる。 

過不足量 ▲37,574ｔ 余力 254,277ｔ－発生量 290,612ｔ－焼却灰 1,239ｔ 

※目標期間等の設定条件は、ケース①と同様である。 

 

    ケース②の処理方針を表 2-9-8 のとおり示します。 

 

表 2-9-8 ケース②における処理方針 

項目 方針 

可燃物 溶融施設の余力で全量を対応する。 

不燃物 溶融施設の余力を活用し、不燃物の一部を溶融処理する。残りの不燃物と焼

却灰は、市内の廃棄物処分場の埋立余力で処理する。 
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ウ 主に秋田市内に被害が集中する中小規模の災害（ケース③）             

    ケース③の処理目標期間等の条件を表 2-9-9 に示します。処理期間の

目標は１年間とし、被災建物解体撤去の目標期間は 0.5 年として処理方

針を定めます。 

 

表 2-9-9 ケース③における処理の目標期間等の条件 

項目 設定条件 備考 

目標処理期間 １年 目標期間は 1 年（12 か月）であるが、既存施設の点検

補修、処理体制の確立などの準備に 1 か月程度を要する

ものとして、実質的な処理期間は 0 年 11 か月（11 か月）

とした。 

解体撤去期間 0.5 年 撤去期間は0.5年（6か月）であるが、0.5か月程度後か

ら解体撤去が本格化するとして、実質的な処理期間は 5.5

か月とした。 

市内溶融余力 36,551ｔ （年間処理能力 [ｔ/年] － 年間稼働実績[ｔ/年]） 

×0.92 年 [０．９２年＝0年 11 か月] 

可燃物発生量 2,292ｔ  

過不足量 34,259ｔ  

市内埋立余力 

 

254,277ｔ 一般廃棄物処分場余力： 241,803ｔ 

産業廃棄物処分場余力：12,474ｔ 

不燃物発生量 28,930ｔ 左記数値に可燃物の焼却灰 69ｔが加わる。 

過不足量 225,278ｔ 余力 254,277ｔ－発生量 28,930ｔ－焼却灰 69ｔ 

 

    ケース③の処理方針を表 2-9-10 のとおり示します。 

 

表 2-9-10 ケース③における処理方針 

項目 方針 

可燃物 溶融施設の余力で全量を処理する。 

不燃物 溶融施設の余力を活用し、可能な限り不燃物を溶融処理する。残りの不燃物

と焼却灰は、市内の廃棄物処分場の埋立余力で処理する。 
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 (3) し尿の処理方針 

   市内で発生するし尿の総量は、人口に依存しているため、発災により大

きく変化することはありません。このため、汚泥再生処理センターが稼働

可能な状況であれば、災害時においてもし尿の処理は可能ですが、ケース

②において、同センターが津波被害により、最大１年に及ぶ稼働停止期間

が見込まれるほか、ケース①およびケース③においても、点検、補修等に

よる稼働停止が想定されるため、稼働停止期間中の対応を表 2-9-11 に示し

ます。 

表 2-9-11 施設の稼働停止期間中の対応方針 

想定災害 復旧期間 対応方針 

ケース① 20 日程度 

 避難所からのし尿発生量は、市内業者の収集運搬能力を超過すると
ともに、汚泥再生処理センターの稼働停止期間が20日程度に及ぶこと

から、県内市町村等に対し収集運搬および処分の支援を要請する。 

ケース② １年程度 

 避難所、浄化槽およびくみ取りトイレから発生するし尿の収集運搬につ
いては、市内業者により対応可能であるが、汚泥再生処理センターが 1

年程度稼働停止することから、津波の影響を受けない内陸部の施設に

対して長期支援を要請する。 

ケース③ 1 週間程度 

 避難所から発生するし尿については、市内業者の余力の範囲で回収
し、施設稼働再開後、し尿処理を行う。また、平時の収集先である浄化

槽およびくみ取りトイレについては、1 週間程度回収サイクルを延期する

ことで対応する。  
 
10 ごみ処理施設およびし尿処理施設における事前の備え            

(1) ごみ処理施設 

   大規模な地震が発生した場合には、多量のごみが市内各所において発生

することが予想されます。これらを処理するごみ処理施設が災害時にも円

滑に機能するよう、平時からごみ処理施設の保守管理を徹底するとともに、

施設のオーバーホール時において定期的に検査を行い、安全性・耐震性の

維持に努めます。 

   また、施設の損壊に備え、県や県内外の市町村と広域処理の協定を結ぶ

とともに、仮設炉設置候補地の絞り込みを行います。加えて、道路の寸断

や納入業者が被災した場合等における燃料、工業薬品等の確保策、津波被

害により港湾機能を損失した際のコークス確保策などについても検討を行

います。 
 

(2) し尿処理施設 

   し尿処理施設は、津波によって１年程度使用不可能になる可能性があり

ます。このため、津波による影響を受けずに稼働が可能な内陸部の施設等

に対して、長期処理協力支援を要請できるよう、し尿処理に関する協定等

を締結します。 
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11 有害廃棄物、処理困難廃棄物、津波堆積物、思い出の品等の処理方針      

(1) 有害廃棄物および処理困難廃棄物 

   有害物質が漏えい等により災害廃棄物等に混入すると、災害廃棄物等の

処理に支障を来すこととなります。このため有害廃棄物の処理においては、

有害物質取扱事業所を所管する関係機関と連携し、厳正な保管および災害

時における対応を講ずるよう協力を要請していきます。 

   PCB 等の処理困難廃棄物は、発災後も基本的には平時と同様の扱いになり

ますが、応急的な対応として本市で回収を行った後に、まとめて処理業者

に引き渡すなどの措置を行います。また、平時から有害物質の保管場所等

について PRTR（化学物質排出移動量届出制度）等の情報を収集し、あらか

じめ地図などで把握し、公共施設においては情報管理を徹底するとともに、

民間施設についてはその情報把握に努め、収集した情報が水害または津波

で水没・流出しないよう管理します。 

   また、PCB、トリクロロエチレン、フロン類など水害又は津波で流出する

可能性の高い有害物質については、流出した場合の対応についても事前に

検討しておきます。石綿含有廃棄物については、解体・撤去、保管、輸送

および処分の過程における取扱方法等を整理し、平時から職員・事業者に

対し教育訓練を実施します。 

 

 (2) 津波堆積物 

   津波災害に伴う津波堆積物は、その性状（土砂、ヘドロ、汚染物など）

に応じて適切な処理方法（回収方法や収集運搬車両の種類等）を選択し、

可能な限り復興資材等として再資源化を行います。 

 

 (3) 思い出の品等 

   建物の解体など災害廃棄物を撤去する場合に、思い出の品や貴重品を取

り扱う必要が生じるため、思い出の品等の定義、持ち主の確認方法、回収

方法、保管方法、返却方法等について取扱ルールを定めます。 
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12 被災地への支援                               

(1) 基本方針 

   他市町村において発災し、支援要請があった場合は、人材や収集運搬車

両の派遣および災害廃棄物等の処理について協力・支援を行います。 

   支援実施に際しては、県と連携して、被災自治体からの要請に応じ、市

職員の派遣を検討するとともに、支援情報を被災自治体へ伝達し、協力・

支援の調整を行います。 

 

 (2) 災害廃棄物等処理における支援要請  

   想定される被災地からの支援要請を図 2-12-1 に示します。 

   災害廃棄物等の処理においては、収集運搬のための車両や燃料の提供、

被災地域で施設の処理能力を超過した廃棄物の中間処理や最終処分および

再生材受入要請が想定されます。 

   また、災害廃棄物処理実行計画の策定や仮置場管理、避難所の衛生管理

等の人材派遣や情報提供などの支援要請も想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12-1 全体像と想定される支援要請 
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 (3) 支援要請への対応  

   被災地への支援事項とその内容を表 2-12-1 に示します。 

  

表 2-12-1 被災地への支援事項と内容 

区分 支援事項 内容 

事務 

支援 

発生量の推計 災害廃棄物等の発生量推計作業の補助を行う。 

発生量の推計のための

情報提供 

災害廃棄物等の発生量推計に有用な情報の提供を行う。 

処理実行計画の作成 人材を派遣し、処理実行計画の作成補助を行う。 

処理実行計画に関する

情報提供 

処理実行計画の作成に有用な情報を提供する。 

補助金などの申請事務 人材を派遣し、補助金等の申請事務の補助作業を行う。 

補助金などの申請事務に

関する情報提供 

補助金等の申請事務に有用な情報の提供を行う。 

収集 

運搬 

がれき等の収集運搬 トラックの提供、燃料の提供、ドライバー派遣 

し尿の収集運搬 バキュームカーの提供、燃料の提供、ドライバー派遣 

避難ごみの収集運搬 パッカー車等の提供、燃料の提供、ドライバー派遣 

処分 中間処理受託 被災地域で処理できない廃棄物を受け入れ、破砕選別、溶

融等の処理を行う。 

最終処分受入 被災地域で処分できない廃棄物を受け入れ、最終処分を

行う。 

仮置場

管理 

仮置場の管理 人材を派遣し、仮置場の進捗管理等の管理作業を行う。 

仮置場の管理に関する

情報提供 

処理困難物の取扱い、モニタリング等、仮置場管理に関す

る情報提供を行う。 

リサイク

ル 

再生材の受入活用 市内の整備事業に再生材を積極的に受け入れ、活用する。 

避難所

運営 

仮設ﾄｲﾚの提供 避難所で不足する仮設ﾄｲﾚを提供する。 

避難所等での衛生管理 人材を派遣し、避難所等での衛生管理を行う。 

衛生管理に関する情報

提供 

避難所等での衛生管理に有用な情報提供を行う。 
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13 降雪期の対応方針                            

  冬季に災害が発生した場合は、降雪、低温等により災害廃棄物等の処理に

支障を来すことが想定されます。こうした場合の問題点と対応例を表 2-13-1

に示します。冬季は、処理の作業効率低下が想定され、交通障害や仮置場の

作業環境等について考慮し対応します。 

  なお、仮置場選定時には、堆雪場（公園等を堆雪場所にした場合を含みま

す。）に関する情報を把握の上、堆雪場と仮置場で利用が重複しないようにし

ます。 

 

表 2-13-1 冬季に大規模災害が発生した場合の問題点と対応例 

冬季作業の問題点 対応例 

積雪による交通障害 

除雪作業は道路管理者により実施されるため、災害廃棄物等の運搬に

必要なルートを情報共有し、優先的なルート確保のために除雪作業を要

請する。 

除雪作業の実施状況、消雪設備の復旧状況を確認し、安全なルートを

把握する。 

仮置場の作業効率の

低下 

（選別・積込作業） 

選別・積込作業の際は、雪との接触や混合することを避ける。（雪と接

触したり、混合すると重量や含水率が想定と大きく変わり、管理が困難とな

る。） 

含水率が変化しやすい可燃性廃棄物には、ブルーシート等を被覆し養

生する。 

（作業環境の確保） 

厳冬期は、選別機械が凍結により動かなくなり、効率が大幅に低下する

ため、基本的には屋内型の作業ヤードを確保し、低温による機械の性能

低下を防止する。 

処理作業の従事者の作業環境を確保するため、手選別ヤード等の作

業場所に暖房器具を設置する。 

（廃棄物の破砕・選別） 

廃棄物の種類によっては、凍結により破砕・選別が困難になるため、屋

内型の作業ヤードを確保し、廃棄物の性状を管理する。 

（配管の凍結対策） 

汚染水・濁水処理に係る配管は、凍結深度以深への埋設や電熱線に

よる対応等、凍結への対応を実施する。 

（機械類の凍結防止対策） 

廃棄物運搬車両のトラックスケールが凍った場合、正確な数値の把握

が困難となるため、凍結防止対策を実施する。 

（雪の堆積スペースの確保） 

あらかじめ除雪を考慮した雪の堆積箇所および搬出先を確保する。 
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第３章 災害廃棄物処理行動              
「第２章 災害廃棄物対策」において整理した組織体制に基づき、各業務担

当別に求められる処理行動を整理しました。以下その概要と業務開始目標時間

を示します。     担当別の業務概要と業務開始目標時間 

3
時
間

6
時
間

1
2
時
間

2
4
時
間

7
2
時
間

1
週
間

1
か
月

1 災害廃棄物対策班の設置等
（1） 災害廃棄物対策班の設置 指揮 ★
（2） 職員の参集状況の確認 庶務 ☆
（3） 災害対策本部との連絡調整 庶務 ☆

（4） 支援要請する民間事業者等との連絡調整
収集運搬
調査指導

☆

2 被害状況の確認
（1） 被害家屋棟数の把握 庶務 ☆
（2） ごみ処理施設およびし尿処理施設の被害状況の把握 施設 ★

（3） 収集運搬の委託業者および許可業者被害状況把握等
収集運搬
調査指導 ★

（4） 災害廃棄物発生状況調査 ４担当 ☆
3 仮設トイレの確保および設置
（1） 災害時支援協定締結先へトイレレンタルの打診 収集運搬 ☆
（2） 仮設トイレの設置 収集運搬 ☆

4 災害廃棄物の排出方針の周知 収集運搬 ☆
5 災害廃棄物、避難所ごみおよびし尿発生量の算定
（1） 地震による災害廃棄物発生量の算定 収集運搬 ☆
（2） 水害廃棄物発生量の算定 収集運搬 ☆
（3） 避難所ごみおよびし尿の発生量の算定 収集運搬 ☆

6 ごみ処理施設の処理可能量の算定 収集運搬 ☆
7 収集運搬体制の管理 収集運搬

(1) 災害廃棄物等の収集運搬 ４担当※ ☆
8 処理方針および処理スケジュールの策定 収集運搬 ☆
9 広域処理の検討と実施 収集運搬 ☆

10 民間事業者連携の検討と実施 調査指導 ☆
11 仮設処理施設の検討と実施

（1） 仮設処理施設の検討
収集運搬
調査指導

☆

（2） 移動式がれき類等破砕施設の設置における許認可 調査指導 ☆
（3） 仮設焼却施設の設置における許認可 調査指導 ☆

（4） 仮設処理施設の運営管理
調査指導
施設

☆

12 仮置場の選定および管理運営
（1）-1仮置場の選定(地震） ☆
（1）-2仮置場の選定(水害） ☆
（2） 仮置場の管理運営 ４担当※ ☆

13 処理フローの策定 収集運搬 ☆
14 分別処理および再資源化の実施

（1） 分別
収集運搬
調査指導
施設

☆

（2） 再資源化
収集運搬
調査指導
施設

☆

15 損壊家屋等の解体・撤去

（1） 応急的解体・撤去
調査指導
環境対策

★

（2） 緊急を要さない損壊家屋等の解体・撤去
収集運搬
調査指導
環境対策

☆

16 有害廃棄物・危険物、処理困難廃棄物、津波堆積物、思い出の品等の処理

（1） 有害廃棄物・危険物 収集運搬 ☆
（2） 処理困難廃棄物 収集運搬 ☆
（3） 津波堆積物 収集運搬 ☆
（4） 思い出の品等の処理 収集運搬 ☆

17 他都市からの支援および派遣の受入れと活用
（1） 他都市からの支援・派遣 庶務 ☆
（2） その他支援・派遣 庶務 ☆

18 相談窓口の設置と運営 収集運搬 ☆
19 市民への広報 収集運搬 ☆
20 災害廃棄物処理実行計画の策定 収集運搬 ☆

業務の概要 担当班

業務開始目標時間

収集運搬
調査指導

 

※「災害廃棄物等の収集運搬」「仮置場の運営」は、環境部外の応援（動員） 

職員の従事を検討します。 
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１ 災害廃棄物対策班の設置等                       

 (1) 災害廃棄物対策班の設置 

   指揮担当は、秋田市災害対策本部が設置されたときは、速やかに、環境

部内に災害廃棄物対策班を設置し、各担当へ必要な指示を行います。 

   必要に応じて、災害対応を優先するため、市民生活に影響の少ない業務

の縮小について検討します。 

 

実施者  指揮担当 

対応の目安 発災後 ３時間以内 

 

 (2) 職員の参集状況の確認 

   庶務担当は、職員の参集・勤務状況を確認し、指揮担当へ報告します。

未参集の職員については、各担当が業務復帰の見込み等について確認後、

速やかに庶務担当へ報告するものとします。庶務担当は、その情報に基づ

き、各担当職員の状況について、随時、指揮担当へ報告します。 

 

実施者  庶務担当 

対応の目安 発災後 ６時間以内  以後随時 

 

 (3) 災害対策本部との連絡調整 

   庶務担当は、連絡担当者を置き、災害廃棄物等の処理に関する情報を災

害対策本部等へ報告するとともに、災害対策本部から避難所開設状況、避

難者数、建物等の被害状況等の情報を入手し、指揮担当へ報告します。 

 

実施者  庶務担当 

対応の目安 発災後 ６時間以内  以後随時 

 

 (4) 支援要請する民間事業者等との連絡調整 

   収集運搬担当および調査指導担当は、支援要請予定の団体等へその方針

を連絡するとともに、要請内容決定後は、円滑な処理体制構築に向けて、

綿密な打合せを実施し、日々の情報共有や課題の洗い出しを行い、災害廃

棄物の処理の準備を進めます。 

 

実施者  収集運搬担当および調査指導担当 

対応の目安 発災後 ６時間以内  以後随時 
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２ 被害状況の確認                           

(1) 被害家屋棟数の把握 

   庶務担当は、災害対策本部からの情報により、家屋の被害状況を把握し

ます。被害家屋に関する情報は、随時更新し、被害家屋棟数を速やかに確

定します。 

   なお、発災初期は、家屋の被害状況に関する情報が遅れることが想定さ

れることから、現地調査や被災後の航空写真、衛星画像等を参考に、収集

運搬担当は、被害家屋棟数の推計を行うこととします。 
 
実施者  庶務担当 

対応の目安 発災後 １２時間以内  以後随時 
 

 (2) ごみ処理施設およびし尿処理施設の被害状況の把握 

   施設担当は、速やかに、ごみ処理施設およびし尿処理施設の点検を実施

し、庶務担当へ被害状況を報告します。被害が確認された場合は、速やか

に機能回復を重点とした応急復旧工事を依頼し、再稼働までに要する期間

と、溶融施設および旧焼却施設の貯留ピット受入可能量を庶務担当へ報告

します。 

   なお、施設の再稼働は、発災から１週間以内を目安とします。 
 
実施者  施設担当 

対応の目安 発災後 １２時間以内  （再稼働目安は１週間以内） 
 

 (3) 収集運搬の委託業者および許可業者被害状況把握等 

   収集運搬担当は、口頭、電話、電子メール等により、収集運搬委託業者

および収集運搬許可業者の被害状況の確認を行います。車両に被害があっ

た場合は、代替車両の使用の可否について確認を行います。 

   また、収集運搬担当および調査指導担当は、ごみ収集ルートの現地調査

を実施の上、被害状況の確認を行います。収集運搬担当は、ごみ収集ルー

トの確保が困難な地域について、住民用仮設集積所の設置を検討します。 
 
実施者  収集運搬担当および調査指導担当（ごみ収集ルートの現地調査に限る。） 

対応の目安 発災後１２時間以内（業者被害状況の確認） 

２４時間以内（ごみ収集ルート被害状況の確認） 
 

 (4) 災害廃棄物発生状況調査 

   ４担当（収集運搬担当・調査指導担当・庶務担当・環境対策担当）の職

員は、安全が確保されている状況下で、発災エリア等の分担を行いながら、

災害廃棄物発生状況の確認・調査を行います。 
 
実施者  収集運搬担当・調査指導担当・庶務担当・環境対策担当 

対応の目安 発災後 24 時間以内 
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３ 仮設トイレの確保および設置                          

(1) 災害時支援協定締結先へ仮設トイレレンタルの打診 

   収集運搬担当は、災害時支援協定先へのレンタルを打診し、提供可能な

機材の数量、提供方法等の確認を行います。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 ３時間以内 以後随時 

 

［特記事項］ トイレレンタルが不十分な場合の対応 

＜応急対応の例＞ 

①新聞紙等への大便の排せつ・保管、素堀のトイレや簡便なバケツトイレ等の設置も

検討する｡その際は、周囲を板で囲う等、プライバシーへ十分に配慮する必要がある。 

②給水タンクやプールの水を利用できる場合は、避難所（学校等）の既設トイレを使

用する。 

③校庭・山などに穴を掘り、又は側溝を利用して排せつ・保管する。使用後は石灰散

布を行う。ただし、地面を素掘りし、緊急的にし尿を埋設する場合は、衛生面に十

分配慮する。 

④ビニール袋を二重にして携帯トイレ代わりに使い、使用済みの袋は通常のごみとし

て処分する。 

出典：災害廃棄物分別・処理実務マニュアル－東日本大震災を踏まえて－（一般社団法人廃棄物資源循環
学会、平成24年5月） 

 

 (2) 仮設トイレの設置 

   収集運搬担当は、必要な仮設トイレ数を発災後当初は避難者数 50 人当た

り１基、長期的に 20 人当たり１基となるように算定し、協定締結先へ仮設

トイレの設置を依頼します。 
 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 １２時間以内 以後随時 

 

［特記事項］ 仮設トイレの設置に必要となるその他備品について 

【必要備品について】 

仮設トイレの運営に当たり必要な備品として以下のようなものが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

【必要な備品】 

 ウェットティッシュ、消臭剤、トイレットペーパー、ペーパータオル、不

凍液（洗浄水の凍結防止用）、おむつ（子ども用および高齢者用）、生理用品、

子ども用便座、清掃用具、お湯（お湯を確保するためのカセットコンロ等）、

ビニール手袋および手指消毒液 
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４ 災害廃棄物の排出方針の周知                     

  災害時は、大量に災害廃棄物が発生します。 

  こうした災害廃棄物は、排出者による仮置場への自己搬入を原則とします。 

  災害の種類や集積所の状況などを踏まえて、災害廃棄物の排出方針を決定

し、市民に対して、あらゆる手段を通して周知します。やむを得ず自宅から

の搬出が困難な高齢世帯等を対象に、戸別収集の実施を検討します。 

  排出方針の周知に当たっては、仮置場に搬入できないごみの種類を明確に

し、不適正な搬入がなされないよう特に留意します。また、災害廃棄物の収

集を優先するため、腐敗性が少なく市民生活に影響が少ない資源化物の収集

を一時中止するときは、市民への周知を徹底します。 
 
実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 ２４時間以内   
 

５ 災害廃棄物、避難所ごみおよびし尿の発生量の算定             

(1) 災害廃棄物発生量の推計 

  ア 災害廃棄物発生量（全体量）の推計 

    収集運搬担当は、災害廃棄物処理方針などの策定を早期に進めるため、

発災当初は、災害廃棄物発生量を、おおまかに推計します。 

    発生量の推計手順のフローを図 3-5-1 に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5-1 災害廃棄物発生量の推計手順 

 

災害廃棄物発生量 

発 災 

建物被害棟数 

建物解体棟数 
 

建物解体率 
津波堆積物発生量 津波浸水面積 

×堆積厚最大値 4.0cm 

組成別の 
災害廃棄物発生量 

組成別割合 

災害廃棄物の発生原単位 
（床面積あたり原単位） 
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実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 72 時間以内  （以後適宜更新を行う。） 

 

  イ 災害廃棄物発生量の推計方法（推計式１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省対策指針・技術資料 14-2 参照 

 

 表 3-5-1 災害廃棄物全体量の推計に用いる各係数 

項目 細目 記号 単位 地震（揺れ） 地震（津波） 水害 土砂災害 

建物発生 

原単位 

木造 a1 ｔ/㎡ 0.5 

非木造 a2 1.2 

延べ床面積 木造 A1 ㎡/棟 固定資産の価格等の概要調書（総務省）から 

入手 非木造 A2 

解体棟数の 

木造・非木造の

内訳 

木造:非木造 r1:r2 - 秋田県： 

木造 97.9%、非木造 2.1% 

建物解体率 全壊 b1 - 0.75 1.00 0.5 

半壊 b2 - 0.25(0) 0.25(0) 0.1(0) 

片付けごみを含む 

公物等量 

全壊棟数 CP ｔ/棟 53.5 82.5 30.3 164 

出典：環境省対策指針・技術資料 14-2 参照 

Ｙ＝Ｙ１＋Ｙ２ 

Ｙ ：災害廃棄物全体量（ｔ） 

Ｙ１：建物解体に伴い発生する災害廃棄物量（ｔ） 

Ｙ２：建物解体以外に発生する災害廃棄物量（ｔ） 

Ｙ１ ＝ （Ｘ１＋Ｘ２） × ａ × ｂ１ ＋（Ｘ３＋Ｘ４) × ａ × ｂ２ 

Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４：被害棟数（棟） 

添え字 １：住家全壊，２：非住家全壊，３：住家半壊，４：非住家半壊 

ａ：解体廃棄物発生原単位（t/棟） 

ａ = Ａ１ × ａ１ × ｒ１ ＋Ａ２ × ａ２ × ｒ２ 

Ａ１：木造床面積（㎡/棟） Ａ２：非木造床面積（㎡/棟） 

ａ１：木造建物発生原単位（ｔ/㎡） ａ２：非木造建物発生原単位（ｔ/㎡） 

ｒ１：解体棟数の構造割合（木造）（－） ｒ２：解体棟数の構造割合（非木造）（－） 

ｂ１：全壊建物解体率（－）、 ｂ２：半壊建物解体率（－）※ 

Ｙ２ ＝（Ｘ１＋Ｘ２） × ＣＰ 

ＣＰ：片付けごみ及び公物等発生原単位（ｔ/棟） 
 
※半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど

実態に合わせて半壊建物解体率を修正することとする。 
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  ウ 津波堆積物発生量の推計式 

    津波堆積物発生量は、環境省対策指針に基づく次の推計式を用い、津

波浸水面積に発生原単位を乗じることで推計します。 

 

 

 

    津波堆積物発生原単位は、東日本大震災の処理量から、0.024t/㎡ 

～0.025t/㎡を使用します。 

    出典：環境省対策指針・技術資料 14-2 参照 

 

  エ 片付けごみ発生量の推計方法（推計式２） 

    発災初動期に、当面必要となる仮置場面積を求めるための片付けごみ

量の推計式は、次のとおりとします。 

 

表 3-5-2 片付けごみの位置付け 

災害廃棄物 片付けごみ（被災者が自宅内にある被災したものを片付ける際に排出されるごみ） 

損壊家屋の解体に伴い排出される廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5-2 片付けごみ発生量の推計手順 

 

津波堆積物発生量（ｔ） ＝ 津波浸水面積(㎡) × 津波堆積物発生原単位 

建物被害棟数 

片付けごみ発生量 

発 災 

片付けごみの発生原単位 
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(ｴ) 災害廃棄物の選別後の組成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：環境省対策指針・技術資料 14-2 参照 

 

  オ 災害廃棄物の組成割合 

    災害廃棄物の組成割合は、比較的大規模な過去の災害での処理実績に   

基づく割合等により、以下のとおりと整理します。 
 

表 3-5-3 災害廃棄物の組成割合        （単位：％） 

 柱材・角材 ｺﾝｸﾘｰﾄ 可燃物 金属くず 不燃物 その他 土砂 

ﾘｻｲｸﾙ 再生資材化 焼却処理 ﾘｻｲｸﾙ 埋立処分 埋立処分 再生資材化 

地
震 

揺れ
※１ 

15.3 48.5 5.4 0.8 30.0 0 0 

津波
※２ 

4.6 41.2 17.0 2.5 30.2 4.5 0 

水害※３ 8.6 30.0 8.5 1.4 21.3 1.2 29.0 

火災※４ 2.3 53.8 0.4 4.1 39.3 0 0 

 

※１ 平成 28年熊本地震の事例 

※２ 東日本大震災の事例 

※３ 平成 30年７月豪雨（岡山県）の事例 

※４ 平成 28年新潟県糸魚川市大規模火災の事例 

出典：環境省対策指針・技術資料 14-2 参照 P34、29、36、35 

 

 

 

 

 

C ＝ （Ｘ１＋Ｘ２＋Ｘ３＋Ｘ４＋Ｘ５＋Ｘ６＋Ｘ７） × ｃ 

C：片付けごみ発生量（ｔ） 

Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５、Ｘ６、Ｘ７：被害棟数（棟） 

添え字 １：住家全壊、２：非住家全壊、３：住家半壊、４：非住家半壊、 

５：住家一部破損、６：床上浸水、７：床下浸水 

 

ｃ：片付けごみ発生原単位（ｔ/棟） 

  地震：2.5（ｔ/棟）、水害：1.7（ｔ/棟） 
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  カ 災害フェーズに応じた災害廃棄物発生量推計の実施 

    災害廃棄物の発生量の推計は、災害情報、被害情報、発生原単位を適

切に更新することにより、段階に応じてその精度を高めて管理する必要

があります。 

 

表 3-5-4 災害フェーズごとの推計概要 

フェーズ 式の概念 式 

１ 発災前の災害 

廃棄物処理計画 

の策定又は 

改定時の推計 

全体量： 

被害情報×原単位 

片付けごみ量： 

被害情報×原単位 

全体量： 

推計式１ 

片付けごみ量： 

推計式２ 

２ 発災から２週間 

程度までに行う 

災害廃棄物の 

発生量推計 

全体量： 

被害情報×原単位 

片付けごみ量： 

被害情報×原単位 

全体量： 

推計式１ 

片付けごみ量： 

推計式２ 

3-1 災害廃棄物処理 

実行計画の策定 

時の推計 

片付けごみ

の排出が 

概ね終了 

全体量： 

片付けごみを含む公物等

量の搬入実績＋今後発生

する解体廃棄物量 

片付けごみ量： 

上記搬入実績に含まれる 

今後発生する解体 

廃棄物量： 

建物撤去予定棟数

×建物発生原単位 

3-2 片付けごみ

の排出に 

時間を要す

る場合 

全体量： 

被害情報×原単位 

片付けごみ量: 

被害情報×原単位 

全体量： 

推計式１ 

片付けごみ量： 

推計式２ 

４ 災害廃棄物処理 

実行計画見直し 

時の推計 

全体量： 

搬入実績＋処理実績＋今後発生する 

解体廃棄物量 

片付けごみ量： 

上記搬入・処理実績に含まれる 

今後発生する解体 

廃棄物量： 

建物撤去予定棟数

×建物発生原単位 

片付けごみ量： 

実績値 

出典：環境省対策指針・技術資料 14-2 参照 

 

    フェーズの数値が早い段階では、処理方針策定・予算措置等に必要な 

   ことから、結果的に多めの数値となり、フェーズの数値が上がるにつれ       

て、詳細が把握され数値が減少していくものと考えます。 
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  キ 廃家電 

    収集運搬担当は、災害による廃家電の発生量を次のとおり推計し、処

理方針など計画策定に必要な基本情報として整理します。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 72 時間以内  （以後適宜更新を行う。） 

 

 

 

 (2) 避難所ごみおよびし尿の発生量の算定 

   収集運搬担当は、避難所ごみおよび避難所におけるし尿の発生量を次の

とおり推計し、処理方針など計画策定に必要な基本情報として整理します。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 24 時間以内  （以後適宜更新を行う。） 

 

避難所ごみ発生量（ｔ／日） ＝ 避難者数（人）×６６４ｇ÷1,000,000 

   避難所におけるし尿発生量（Ｌ／日） ＝ 避難者数（人）×１.７Ｌ 

 

○廃家電発生量 

テレビ ： （全壊棟数＋半壊棟数） × 0.9 台 

冷蔵庫 ： （全壊棟数＋半壊棟数） × 1.1 台 

洗濯機 ： （全壊棟数＋半壊棟数） × 0.6 台 

エアコン ： （全壊棟数＋半壊棟数） × 0.8 台 
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６ ごみ処理施設の処理可能量の算定                    

  収集運搬担当は、市内の処理施設で処理できる災害廃棄物等の量（処理可

能量）を算定します。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 72 時間以内  （以後適宜更新を行う。） 

 

 (1) 算定方針および方法 

   ごみ処理施設（溶融施設）の処理可能量は、公称能力に稼働日数を乗じ

た年間処理能力から直近の処理実績量を減じたものを年間の処理余力とし

て見込み、処理目標期間に応じて算出します。算出条件を表 3-6-1 に示し

ます。なお、処理可能量の算定に当たっては、稼働開始からの経過年数に

よる影響を十分に配慮します。 

   市内の産業廃棄物処理施設については、各施設への支援要請を行い、処

理支援として受入可能な処理量を協議します。 

 

 

 

 

 

 

表 3-6-1 ごみ処理施設（溶融施設）の処理余力算出条件 

公称能力 230ｔ/日 × 2 基 ＝ 460ｔ/日 

処理実績 直近の年度処理実績（t）とする。 

稼働実績 直近の年度の稼働日数(日)  

年間稼働 

可能日数 

350 日 

処理目標 

期間 

計画で定める目標処理期間（年） 

（災害廃棄物の処理目標期間を 3年間とした場合、体制整備や既存施設の

機能回復等でおおむね 4か月を要するものとすると、実質的な処理期間は

2.7 年となる。） 

 

処理余力 [ｔ] ＝ （公称能力[ｔ/日] × 稼働可能日数 [日/年]  

 － 年間稼働実績 [t/年]） × 処理目標期間 [年] 
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［特記事項］ 処理目標期間設定の目安 

災害廃棄物（可燃物）を本市ごみ処理施設（溶融施設）の余力だけで処理する場合の

処理目標期間を設定する目安を表 3-6-2 に示します。 

平成 27 年度のごみ処理実績から推計された溶融施設の処理余力は年間約４万ｔです。

これと、溶融施設の処理準備期間や災害廃棄物の可燃物組成割合を考慮すると、災害廃

棄物発生量（全体）が約 20 万 t までであれば１年間、約 20万ｔから約 39万ｔまでであ

れば２年間、約 39 万ｔから約 59 万ｔまでであれば３年間で災害廃棄物（可燃物）を処

理することが出来ることから、災害廃棄物発生量から処理目標期間を設定する際の目安

となります。 

 

表 3-6-2 処理目標期間設定の目安 

【処理余力】

① ② ③ ④ ⑤

公称能力 処理実績 稼働日数 稼働可能日数 年間余力

ﾄﾝ/日 ﾄﾝ 日 日 ﾄﾝ/年

460 121,126 350 350 39,874

　⑤＝①×④－②

1年目標 2年目標 3年目標
準備１か月 準備3か月 準備4か月

処理目標期間(年) 1 2 3 年

処理目標期間(か月) 12 24 36 か月

処理の準備期間 1 3 4 か月

実質処理期間(か月) 11 21 32 か月

実質処理期間(年) 0.92 1.75 2.67 年

処理余力 36,551 69,780 106,331 ﾄﾝ
（年間余力×実質処理期間）

災害廃棄物発生量 203,062 387,664 590,726 ﾄﾝ
処理余力/可燃物組成(0.18) 可燃物の組成割合18％(注)

【災害廃棄物発生量と処理目標期間設定の目安】

(注)環境省対策指針・技術資料14-4　参照  
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７ 収集運搬体制の管理                              

  収集運搬担当は、災害廃棄物により生活環境に支障が生じないようにする

ために、災害発生後、速やかに収集運搬体制を確保し、災害廃棄物を撤去し

ます。 

  原則として、被災者自らにより仮置場へ自己搬入することとし、戸別収集

については、やむを得ず自身による搬入ができない高齢世帯等の被災者に限

定して対応します。 

  災害廃棄物の収集運搬は、平常時の生活ごみを収集運搬する人員および車

両等の体制では困難であるため、人員の増員、車両の手配や重機を用いる等

の対応を行います。 

  協力の要請に当たっては、人員・車両・重機の効果を最大限発揮できるよ

う、被災エリア別の収集や収集対象仮置場の選定などのすみ分けを実施し、

早期の収集完了を図ります。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 72 時間以内  （以後随時対応を行う。） 

 

表 3-7-1 令和５年７月豪雨の際の収集運搬体制 

団体名 秋田市廃棄物処理協会、秋田市総合振興公社、秋田県トラック協会 

秋田市建設業協会、秋田県解体工事業協会、秋田県産業資源循環協会、自衛隊 

自治体名 応援自治体（仙台市、郡山市、福島市、盛岡市、八戸市、青森市、川崎市、横浜市、

男鹿市、潟上市） 

※この他、熊本市から収集実施に当たって方針策定支援があった。 

台数 ７月～９月 延べ収集車両 1,043 台（土砂混じり廃棄物含む、直営除く。） 

 

  災害廃棄物の収集運搬は、原則として、車両・重機の効果を最大限発揮で

きるよう行いますが、人員が必要でやむを得ない場合は、安全対策を十分確

保した上で、収集運搬担当、調査指導担当、庶務担当、環境対策担当による

実施について、ボランティアとの連携を含めて検討します。 

 

実施者  収集運搬担当、調査指導担当、庶務担当、環境対策担当 

対応の目安 発災後 1 週間以内  （以後適宜検討を行う。） 
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［特記事項］ 収集運搬体制の確立が困難な場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

なお、被災者自らの運搬については、以下の特徴を踏まえた上で実施の可否を決定し

ます。災害ごとに収集運搬能力や交通事情等が異なるため、被災状況に関する情報収集

を十分行った上で、災害廃棄物を仮置場に搬入する方法を決定します。 

表 3-7-2 災害廃棄物の運搬主体による違いの比較 

 市町村による収集・仮置場への搬入 被災者による仮置場への搬入 

概
要 

・ ①被災者が、災害廃棄物を市町村の指      

・  定場所に分別して搬出する。 

②市町村が収集運搬車両ごとに品目を

定めて収集し、仮置場に搬入する。 

①被災者が、自ら調達した車両等を利用し

て仮置場へ搬入し、分別しながら荷下ろ

しをする。 

特
徴
・留
意
点 

【特徴】 

①被災者の負担を小さくできる。 

②仮置場の設置数を抑制できる。 

③収集段階で分別できる。 

【留意点】 

①収集運搬員・作業員数を多く要する。 

②収集運搬計画を立てる必要がある。 

③収集段階で確実な分別をするために、 

収集運搬員・作業員へ災害廃棄物の

収集運搬に関する教育が必要になる。 

④収集運搬能力が不足すると、路上に災 

害廃棄物があふれて交通に支障を来

す。 

【特徴】 

①短期間に被災地から災害廃棄物を搬出

できる。 

 

【留意点】 

①搬入車両により、渋滞を招くおそれがあ

る。 

②被災者の利便性のため、仮置場の設置

数を多くする必要がある。 

③被災者の負担が大きくなる。 

④仮置場作業員が不足すると、分別の徹

底が難しくなる。これにより、多量の混合

廃棄物が発生するおそれがある。 
 

 

８ 処理方針および処理スケジュールの策定                          

  収集運搬担当は、災害廃棄物発生量やごみ処理施設の処理可能量等から処

理目標期間を定め、目標期間内で処理を完了できるよう災害廃棄物の処理方

針および処理スケジュールを策定します。 

  処理方針および処理スケジュールの策定に当たっては、本計画における基

本方針との整合性を図りつつ、被災状況に応じた実現性のあるものとすると

ともに、市民生活の安全性確保と早期復旧を優先できるものとします。 
 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 １か月以内  （以後適宜更新を行う。） 

 

【対応例】 

①収集運搬車両等が不足する場合は、近隣市町村や県へ支援要請を行う。 

②平常時に検討した収集運搬方法やルートを基に、道路の被災状況や交通渋滞を

考慮した効率的なルートを選定し、運搬効率を上げる方策を検討する。 

③海上輸送等も含めて遠隔地までも含めて支援先を確保する。 

④被災者自らが廃棄物を運搬できるようにして、収集運搬量の負荷を低減させる。 
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 (1) 水害における災害廃棄物処理の特徴 

   水害では、水が引くと同時に大量の廃棄物が発生します。 

   こうした水害廃棄物は、水分を含んだ腐敗性の廃棄物が多く発生するた

め、水害廃棄物の特徴を踏まえた迅速な処理体制を整えます。本市の一般

廃棄物処理施設の処理能力を上回ることから、産業廃棄物処理施設での処

理を検討します。 

   水害廃棄物は、廃棄物が水分を多く含んでいることが特徴であり、発生

時期は冬季でなく、比較的気温が高い時期に発災するもので、種類によっ

ては腐敗性があるため、悪臭や害虫の発生に留意します。 

   また、便槽や浄化槽が浸水したときは、付近の衛生対策を図る必要があ

ります。 

   水害廃棄物の特徴を表 3-8-1 に、産業廃棄物処理施設で処理した場合の

フローを図 3-8-1 に示します。 

表 3-8-1 水害廃棄物の特徴 

水害廃棄物 特徴 

粗大ごみ等 

・水分を多く含むため、腐敗しやすく、悪臭・汚水を発生する。 

・水分を含んで重量がある畳や家具等の粗大ごみが多量に発生するため、   

積込み・積降ろしに重機が必要となる。収集運搬車両には平積みダンプ等を 

使用する。 

・ガスボンベ等発火しやすい廃棄物が混入している、あるいは畳等の発酵により

発熱・発火する可能性があるため、収集・保管には注意が必要である。 

・便乗による廃棄物（廃タイヤや業務用プロパン等）が混入することがあり、   

混入防止の対応が必要である（広報や現場指導、看板設置等の注意喚起）。 

し尿 
・水没した便槽や浄化槽を清掃した際に発生するし尿や汚泥は、公衆衛生の確

保のため、速やかに処理し、周辺の清掃、消毒を行う必要がある。 

土砂・流木 

・洪水により流されてきた流木が水害により一時的に大量発生する。 

・土砂が多量に混入しているため、処理に当たって留意が必要である。河川の 

水底に存在する砂泥が洪水により流され、土砂として堆積することもある。 

出典：環境省対策指針・「水害廃棄物対策の特記事項」   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8-1 水害廃棄物を民間施設で処理する場合のフロー（片付けごみ） 
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表 3-8-2 令和５年７月豪雨時の処理スケジュール 

８月 ９月 10月 11月 12～３月 ４～７月

行政収集

一次仮置場での受入

二次仮置場での選別・
破砕・搬出

(現状復旧含む）

総合環境センターでの
処理
（解体ごみ分を含む）

民間施設での処理

最終処分（片付けごみ等）

解体ごみの処理・
最終処分

一次仮置場からの搬出
（公園等）

８月 ９月 10月
項目

令和５年度 令和６年度

７月

 

出典:「令和５年梅雨前線による大雨に係る秋田市災害廃棄物処理実行計画(秋田市、令和７年３月、最終版)」 

［特記事項］ 処理目標期間内の達成が困難な場合の対応 

処理目標期間内での処理完了が困難な場合は、被害状況および緊急性の高い業務等を

踏まえて優先度の高い作業が完了できることを目標とします。また、災害廃棄物の処理

の進捗状況に応じて、処理目標期間を柔軟に見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8-2 処理目標期間の達成が困難な場合の対応 

 

①職員の被災状況（必要な人員および従事できる人員の確認） 

②災害廃棄物の発生量 

③処理施設の被害状況等を考慮した処理可能量 

①道路障害物の撤去 

②仮設トイレ等のし尿処理 

③有害廃棄物・危険物の回収 

④倒壊の危険性がある家屋等の解体・撤去 

⑤腐敗性廃棄物の処理 

⑥災害廃棄物の種類ごとの目標設定 

被害状況の確認 

①施設の復旧状況や稼働状況、処理見込量、動員可能な人員数、 資機材（重機や収

集運搬車両、薬剤等）の確保状況等を踏まえ、処理スケジュールを見直す。 

②処理状況により、広域処理や仮設焼却炉の必要性が生じることを想定する。 

③災害廃棄物は時間により性状が変化する場合があることに留意する。 

優先順位検討 

実現可能な処理スケジュールの作成 

処理の進捗に応じたスケジュールの見直し 
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９ 広域処理の検討と実施                               

  収集運搬担当は、策定した処理方針および処理スケジュール内で災害廃棄

物の処理を完了できるように、県内外も含めた広域処理等による処理方法を

検討し、実現可能な広域処理を実施します。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 １か月以内に検討  （以後関係機関等との協議を行う。） 

 

 

【県内広域処理体制の構築】 

災害廃棄物は市内で処理することを基本としますが、大規模災害により市内での処理

が困難な場合、「災害時における秋田県および市町村相互の応援に関する協定」に基づき

県に県内他市町村への災害廃棄物処理応援要請を行います。 

 

 

 

 

 

図 3-9-1 県内広域処理調整の流れ 

 

【県外広域処理体制の構築】 

本市で発生した災害廃棄物が、県内で処理が困難な場合は、県が協定を結んでいる他

県他都市と処理の協力を調整する他、県から国へ広域処理先の確保を要請することとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9-2 国との広域処理調整の流れ 
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［特記事項］ 広域処理の実施例 

 

１ 平成 27 年９月関東・東北豪雨（常総市） 

  分別作業等の処理困難な混合廃棄物の量が膨大であったため、海上輸送・陸上輸送

の併用により三重県伊賀市の民間廃棄物処理施設に搬送し、処理を実施 

 

２ 平成 28 年４月熊本地震（熊本県） 

海上輸送や鉄道輸送を利用して広域処理を実施 

①混合廃棄物 

熊本市の仮置場の混合廃棄物を三重県の民間の廃棄物処理施設にて広域処理を実施 

（６月 10日～８月８日  計約 1万 7千ｔ） 

②瓦くず 

大津町の仮置場の瓦くずを福岡県のセメント工場にて広域処理を実施 

（８月４日～18 日 計約 650ｔ） 

③木くず 

熊本市の仮置場の木くずを神奈川県川崎市の一般廃棄物処理施設で広域処理を実施 

（９月 16日～ 日量約 20ｔ） 
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10 民間事業者連携の検討と実施                           

  調査指導担当は、大規模災害により市内の一般廃棄物処理施設のみでは処

理が困難な場合、協定等に基づき市内の産業廃棄物処理施設への支援要請を

民間事業者に対して行います｡また、必要に応じて県に県内他市町村の産業廃

棄物処理施設への支援要請を行います。 

 

実施者  調査指導担当 

対応の目安 発災後 １週間以内  （以後適宜検討と関係機関との協議を行う。） 

 

県内他市町村の産業廃棄物処理施設へは、県を通じて（一社）秋田県産業資源循環協会

および秋田県環境整備事業協同組合に対して要請を行い、同協会および同事業協同組合の

会員企業からの支援を受ける流れとなる。 

 

 

 

 

 

図 3-10-1 民間事業者連携の流れ 

 

［特記事項］ 民間廃棄物処理事業者だけで処理できない場合の対応 

民間廃棄物処理事業者の処理能力だけでは対応が不十分となる場合は、その他の業界も

含めて支援を要請します。その他の業界等への支援要請は、県や国からの働きかけを要請

します。 

①輸送能力が不足する場合 → JR や船舶等の運輸業界へ支援要請 

②重機が不足する場合 → 重機を多数保有する業界（リース業界、建設業組合、森林

組合等）へ支援要請 

③電気、通信等のインフラが使えない場合 → 電気工事共同組合、NTT 等へ支援要請 

④警備用務が必要な場合 → 支援要請に向けて警備業界などの団体と協議 

 

 

    表 3-10-1 令和５年７月豪雨時の秋田県産業資源循環協会との契約事例 

①災害廃棄物仮置場搬出運搬業務委託 

②災害廃棄物集積所収集運搬業務委託 

③災害廃棄物仮置場管理業務委託 

④災害廃棄物仮置場運搬処分業務委託 

⑤総合環境センター内災害廃棄物運搬処分業務委託 

①県への要請 
秋田市 県 

②応援要請 【応援主体】 

③応援実施 

秋田県産業資源循環協会 

秋田県環境整備事業協同組合 
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11 仮設処理施設の検討と実施                           

 (1) 仮設処理施設の検討 

   収集運搬担当は、災害廃棄物の発生量が市内の産業廃棄物処理施設や広

域処理を活用しても処理できない場合、仮設処理施設を設置し、処理を進

めることを検討します。 

   設置決定後は調査指導担当が関連事務を行うこととし、災害時において

仮設処理施設を迅速に設置するための廃棄物処理法の特例措置を活用し、

施設の整備を進めます。 

   令和６年７月条例改正により、仮設処理施設設置に関する廃棄物処理法

の特例措置を定めており、この措置の適用について検討します。 
 
実施者  収集運搬担当および調査指導担当 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （施設の検討は、以後継続的に実施） 
 
［特記事項］ 仮設焼却施設の設置場所、処理能力および発注方法の決定について 

１ 設置場所（宮古地区内の事例。東日本大震災） 

 

全般 発生場所と焼却残渣の処理先の位置関係を考慮し、適正な

場所を設定 

用地条件 ①8,000～10,000m2の土地 

②電気・用水の利用 

③廃棄物の運転効率 

④余震・高波の影響 

⑤居住地域からの距離 

留意事項 市民の理解、同意 

 

２ 処理能力（岩手県災害廃棄物処理実行計画の事例。東日本大震災） 

可燃物の要処理量は 1,150ｔ/日であるのに対し、県内既存施設の余剰能力は 655ｔ/ 

日であり、残る 495ｔ/日を県外（広域処理）および仮設焼却施設で処理する必要があ

りました。広域処理での処理期待量や、県内最終処分場の残容量が少ないことなどを

考慮し、仮設焼却施設の計画規模は 200t/日程度と設定しました。 

 

宮古地区の事例 

 

宮古地区内仮設焼却施設（95ｔ/日）は、釜石市仮設焼却施

設と合わせ、計画規模の 200ｔ/日を確保できること、およ

びこれ以上の施設規模になると、排ガス（ダイオキシン類）

の基準値が厳しくなり、設備の大型化による建設工期の長

期化や用地確保が難しくなることなどを考慮し施設処理能

力を決定した。 

宮古地区の事例 釜石市では、平成 23 年１月に休止した旧釜石市清掃工場
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（東日本大震災） （109ｔ/日）があり、用地の確保や建設工期などを考慮す

ると、旧釜石市清掃工場を仮設焼却施設として再稼動でき

れば、早急に処理が可能であるとの判断から、既存施設を

仮設焼却施設として利用することとした。 

３ 発注方法（岩手県災害廃棄物処理実行計画の事例。東日本大震災） 

施設の条件を考慮して発注方法が設定されました。 

 

宮古地区の事例 

 

適切かつ確実に期限内までに可燃物を処理する必要があ

ったことから、事業者の実績、建設工期、費用、設備仕様

および運転管理方法などを事業者選定に考慮できるよう

に、企画提案（プロポーザル）方式を採用した。 

宮古地区の事例 

 

再稼動のための整備（補修）を施設の設計および施工者

であるメーカーと随意契約を行った。 
 

 

 

 (2) 移動式がれき類等破砕施設の設置における手続 

   調査指導担当は、移動式がれき類等破砕施設の設置の手続を進めるに当

たり、必要となる生活環境影響調査を実施します。 

   移動式がれき類等破砕施設に係る生活環境影響調査では、原則として、

騒音および振動に関する現況把握は不要とされているため、音源又は振動

源データを用いた数値計算により施設の稼働に伴い発生する騒音および振

動を予測し、影響の分析を行い、生活環境影響調査書として整理し、手続

を行います。 

 

実施者  調査指導担当 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後適宜検討を行う。） 

 

［特記事項］ 移動式がれき類等破砕施設の生活環境影響調査の実施方法 

 

 移動式がれき類等破砕施設は、その特性から設置場所が定まらず、生活環境影響調査

の手法が示されていないこと等を理由に、その取扱いが自治体間で異なっていたため、

平成 26 年に、移動式がれき類破砕施設の設置に係る生活環境影響調査の実施方法につい

てガイドラインが制定されました。 

 

①対象施設 

木くず又はがれき類の破砕施設（処理能力が 5t/日を超えるもの）で移動できるように

設計したもののうち、産業廃棄物処理業者が排出現場等において工事の一環として期間

を区切って設置する施設 

 

                              （次頁へつづく） 
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②調査事項 

移動式がれき類等破砕施設に関する生活環境影響調査項目 

調査事項 生活環境影響調査項目 施設の稼働 

大
気
環
境 

大気質 

粉じん △ 

二酸化窒素（NO2）  

浮遊粒子物質（SPM）  

騒音 騒音レベル 〇 

振動 振動レベル 〇 

悪臭 特定悪臭物質濃度又は臭気指数（臭気濃度）  

水
環
境 

水質 

生物化学的酸素要求量（BOD） 

又は化学的酸素要求量（COD） 

 

浮遊物質（SS）  

その他必要な項目  

注）〇：調査を実施する項目、△：必要に応じ調査を実施する項目 
出典：「移動式がれき類等破砕施設の生活環境影響調査に関するガイドライン（環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部、平成 26 年５月）」P9  

 

③現況把握 

  稼働期間が限られること、設置許可に当たり設置場所が特定されるため、騒音・振

動に関する現況調査は不要とされています。自然的条件および社会的条件に関する現

況把握項目のうち、土地利用、人家等および主要な発生源については、区域における

現況を把握するとともに、適用される規制基準等について整理します。 

 

 (3) 仮設焼却施設の設置における手続 

   調査指導担当は、仮設焼却施設の手続を進めるに当たり、必要となる生

活環境影響調査を実施します。 

   焼却施設（4.8t/日(200kg/h)以上又は火格子面積が 2m2以上）を設置する

際は、「廃棄物処理施設生活環境調査指針」に基づき、生活環境影響調査を

実施します。それぞれの生活環境影響要因（煙突排ガスの排出等）につい

て、現況把握、予測および影響の分析を行い、生活環境影響調査書として

整理し、手続を行います。 

 

実施者  調査指導担当 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後適宜検討を行う。） 

 

［特記事項］ 仮設焼却施設の設置等に係る生活環境影響調査に関する考え方 

 仮設焼却施設の設置フロー（例）を以下に示します。周辺住民への配慮および既存イ

ンフラ（水道、電気等）の活用を考慮すると、仮設焼却施設の適地は、総合環境センタ

ー敷地内や二次仮置場等が候補に挙げられます。なお、東日本大震災のケースでは、宮

城県は仮設焼却施設の設置に当たり、生活環境影響調査の内容縦覧や意見聴取等の手続

を環境省と協議の上、短縮しました。仮設焼却施設の解体・撤去工事に当たっては、関

係法令を遵守し、周辺環境に影響を及ぼすことのないよう、配慮して実施します。仮設

焼却施設の解体・撤去工事フロー（例）を以下に示します。 
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                   仮設焼却施設等の設置フロー（例） 出典：環境省対策指針・P2-42 参照 

焼却施設に関する生活環境影響要因と生活環境影響調査項目 

調査項目 

生活環境影響要因 

 

生活環境 

影響調査項目 

煙突排ガ

スの排出 

施設排水

の排出 

施設の 

稼働 

施設から

の悪臭の

漏洩 

廃棄物 

運搬車両

の走行 

大
気
環
境 

大気

質 

二酸化硫黄(SO2) ○     

二酸化窒素(NO2) ○    ○ 

浮遊粒子状物質(SPM) ○    ○ 

塩化水素(HCl) ○     

ダイオキシン類 ○     

その他必要な項目 注） ○     

騒音 騒音レベル   ○  ○ 

振動 振動レベル   ○  ○ 

悪臭 
特定悪臭物質濃度 

又は臭気指数(臭気濃度) 
○   ○  

水
環
境 

水質 

生物化学的酸素要求量 

又は化学的酸素要求量 
 ○    

浮遊物質量  ○    

ダイオキシン類  ○    

その他必要な項目 注）  ○    

注）その他必要な項目：処理される廃棄物の種類､性状及び立地特性等を考慮し影響が予測される項目 
出典：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針(環境省大臣官房廃棄物・ﾘｻｲｸﾙ対策部、平成 18年 9月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設焼却施設の解体・撤去工事フロー（例） 

出典：環境省対策指針・技術資料 21-3 参照 

 

必要基数

の算定 

適地の 

選定 

用地の 

確保 

工事発注

作業 

生活環境影響調査 

縦覧・意見聴取 

設置 

工事 

試験運転 

本格稼働 

要求水準等 

仕様の決定 
都市計画決定 

申請手続 

（教育訓練） 

・ダイオキシン訓練 
・保護具着脱訓練 
・工事安全衛生全般 

（現場乗込み） 

・現場事務所設営 
・仮設電気、水道設置 
・安全教育、特別教育等 

・工事前測定・分析 

・施工フォーメーションの確立 

・施工計画書作成 

準備工事 

・残置飛灰確認 

・仮設工事のための準備 
・密閉養生足場の設置 
・負圧除じん装置の設置 

仮設養生工事 先行解体工事 

・ダイオキシン類暴露防止 
 厚生施設設置 

 （クリーンルーム） 
・排水処理設備の設置 

・高圧洗浄機設置 

・洗浄用足場設置 

・汚染水吸引設備設置 

汚染物除去工事 

・残置薬品、油類回収 

・高圧洗浄水で除染 

・洗浄水回収、処理 

・汚染物除去確認 

（目視、写真、測定・分析、 
 廃棄物分析） 
（ダイオキシン類、重金属） 

・仮設養生撤去 

・クリーンルーム撤去 
・負圧除じん装置撤去 
・その他設備機器撤去 

仮設養生撤去工事 

・解体用重機搬入 

・焼却設備、基礎の解体 
・鋼材、廃棄物の搬入 
・解体中測定、分析 

解体撤去工事 

・後片付け 

・ドキュメント整理・報告 
・工事報告書の作成 
・工事完了後測定、分析 

残工事 

・所轄労働基準監督署に 

 届出・受理（14 日前） 

・設備（非 DXN）先行解体 
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［特記事項］ 仮設焼却施設の設置等に係る生活環境影響調査の事例 

１ 東日本大震災（岩手県）の事例 
  
仮設焼却

施設設置

に要した 

手続 

①生活環境影響調査【廃棄物処理法】 

 ※市に該当する条例がなかったため、法の趣旨を踏まえて簡易に実施 

②一般廃棄物処理施設設置届出【廃棄物処理法】 

③ばい煙発生施設使用廃止届出【大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）】 

④特定施設設置届出（ダイオキシン類）【ダイオキシン類対策特別措置法

（平成 11年法律第 105 号）】 

⑤危険物貯蔵所設置許可申請【消防法（昭和 23年法律第 186 号）】 

⑥危険物取扱所設置許可申請【消防法】 

⑦炉・ボイラー設置届出【火災予防条例】 

⑧変電設備設置届出【火災予防条例】 

⑨発電設備設置届出【火災予防条例】 

⑩許可申請書（仮設建築物等）【建築基準法（昭和 25年法律第 201 号）】 

⑪建築工事届（建築物）【建築基準法】 

⑫森林伐採の届出【森林法（昭和 26 年法律第 249 号）】 

簡略化 

した手続 

市町村から災害廃棄物処理の事務委託を受けた県が設置主体として、賃

貸借契約にて施設を設置（生活環境影響調査等を含む。）。 

生活環境影響調査では、県および当該市町村に、告示縦覧等を定めた条

例がないことから、廃棄物処理法の趣旨に準じ、県の裁量にて、縦覧（期

間 7日間）および住民説明会を行い、このことをもって公衆の縦覧に供し、

および意見書の提出の機会を付与したことと判断した。 
 
２ 東日本大震災（宮城県）の事例 

 
仮設焼却 

施設設置 

に要した 

手続 

宮城県は､地方自治法第252条の14に基づき､市町村から処理を受託した｡

市町村が一般廃棄物処理施設を設置する場合には､廃棄物処理法第９条の３

に基づく届出手続を要することから、災害廃棄物の処理施設についても同条

に基づき知事を設置者とする届出により対応した。この際、生活環境影響調

査を実施するとともに、告示縦覧手続については同法第８条の規定を準用

し、１か月間実施した。なお、意見聴取（１週間）については、縦覧期間内

に実施した。 

 また､焼却施設に関する環境法令においても､知事を設置者として､ばい煙

発生施設設置届出､ダイオキシン類特定施設設置届出等の手続を行った。 

簡略化 

した手続 

生活環境影響調査の内容の縦覧や意見聴取といった通常２か月半かかる

手続を、環境省と協議の上、①告示縦覧手続については、廃棄物処理法に基

づく許可手続に倣って１か月間、②意見聴取（２週間）は縦覧期間内に行う

こととした。 
 
３ 東日本大震災（仙台市）の事例 
 
簡略化 

した 

手続 

設置場所である搬入場は、市街化調整区域内の都市公園用地等に存するた

め、庁内関係部署と関係法令（建築基準法・都市計画法（昭和 43 年法律第

100 号））の災害時における取扱いを整理し、その一部が適用除外となった。 

 また、廃棄物処理法等に基づく生活環境影響調査に係る災害時における手

続等を明確化し、縦覧（１か月）および意見書提出を適用除外とした。ただ

し、調査自体は適切に実施し、その結果を公表するとともに、地域住民へ説

明を行った。 

 環境影響評価については、災害対策基本法の規定に基づく場合は、本市条

例を適用しないこととしているため、適用除外とした。 
 



第３章 災害廃棄物処理行動 

69 

 (4) 仮設処理施設の運営管理 

   施設担当は、焼却施設が設置された場合は、設置された仮設施設の運営

管理を行います。また調査指導担当は、破砕施設等の運営管理を行います。

仮設施設の稼働により周辺環境に生活上の支障が生じないように、適正な

運営管理を行います。 
 
実施者  調査指導担当または施設担当（焼却施設が設置された場合に限る。） 

対応の目安 発災後 1 か月以降  

施設運営は、設置後から施設の撤去までが対応期間となる。 
 
［特記事項］ 仮設処理施設の運営管理における課題への対応例（焼却施設の事例） 

 仮設焼却施設の運営において遭遇した処理困難物への対応例および機械の不具合が生

じた場合の対応例を示します。 
 

焼却施設の運営において遭遇した処理困難物への対応 

処理困難物 理由 対応方法 

金属、石、土砂、大型不燃

物、大木および鋼材 

①供給装置の詰まり 

②発熱量低下 

③摩耗速度増加 

十分に取り除く（受入ヤードにて再

度異物除去することもある。）。 

畳（繊維） 難燃 再焼却 

FRP 船 難燃 破砕して他の廃棄物と混合 

高含水物 難燃 高発熱量の木くずと混合 

漁網 ①供給装置の詰まり 

②灰中鉛濃度上昇 

鉛製おもりを除去後、細断し、他の

廃棄物と混合 

ポリ塩化ビニル 排ガス HCL 濃度増加 他の廃棄物と混合 

肥料 ①臭気 

②排ガス SOx 濃度増加 

小分けして他の廃棄物と混合 

写真・アルバム等 思い出の品 専用スペースにて引取可能 

出典：災害廃棄物の焼却処理（一般社団法人廃棄物資源循環学会学術研究委員会廃棄物焼却研究部会 

平成 25 年 11 月） 
 

焼却施設の運営において発生した機械不具合への対応 

原因 不具合 対処例 

粗大物およ

び不燃物

（金属類） 

①供給設備の閉塞 

②コンベア停止・チェーン破断 

③供給設備の摩耗 

炉供給前に手選別 

土砂付着 ①カロリー低下による助燃量増大 

②灰出し装置への負荷増大および各所の摩耗 

③炉内でクリンカ成長 

①前処理の改善 

②燃焼装置の改善（攪拌装置追

加） 

塩分 設備の劣化速度が速い。 木材の洗浄 

大型木材 ①燃え残り 

②灰出水封コンベア破損 

前処理の改善 

地下水水

質 

①塩分による水質悪化 

②砂や濁質によるストレーナの詰まりおよびガス

冷却ノズルの詰まり 

①膜処理装置の改造 

②サンドセパレータの増設 

③上水使用比率を増加 

その他 ①耐火物の損傷 

②噴射ノズルの損耗 

①部分補修 

②交換 

出典：災害廃棄物の焼却処理（一般社団法人廃棄物資源循環学会学術研究委員会廃棄物焼却研究部会 

平成 25 年 11 月）修正 
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12 仮置場の選定および管理運営                       

  災害廃棄物の発生量が多く、仮置場の開設が必要な場合、図 3-12-1 の手順

により、仮置場の選定および管理運営を行います。 

 

  災害廃棄物大量発生 

 

  必要面積の算定 

 

  候補地の選定 

    ・選定を避けるべき場所と十分面積を確保できることを選定の前提とします。 

    ・公有地などを優先とし候補地を絞り込みます。 

  災害対策本部等による承認・決定 

    ・災害対策本部等の決定により運営に着手します。 

  開設の準備 

    ・分別区分を明確にし、現場に大きく明示します。 

    ・民間団体・消防等の関係団体との開設準備を進めます。 

  市民への仮置場の周知 

    ・受入期間･受入対象･持込方法･分別・持込禁止物等を明確に広報します。 

  管理運営 

      ・分別を徹底するほか、円滑な通行を確保するほか、荷下ろし順番などに 

配慮します。 

      ・火災防止・不法投棄防止・金属盗防止などの対策を講じます。 

 

図 3-12-1 仮置場の管理運営までの手順 

 

 (1) 仮置場の選定 

   収集運搬担当および調査指導担当は、仮置場必要面積を算定のうえ候補

地を複数選定するとともに、開設した場合のレイアウトを策定します。 

   なお、仮置場の選定に際しては、近隣に住居が少ない場所、学校・病院・

福祉施設から距離があることを基準とします。また、その際、仮置場はな

るべく広い土地を選定することで、効率的な管理に努めます。 

 

実施者  収集運搬担当および調査指導担当 

対応の目安 水害時発災後７２時間以内 

地震時発災後１週間以内  （以後適宜検討を行う。） 

 

  ア 仮置場必要面積の算定 

    必要面積は、以下の方法により算定します。 
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必要面積の算定方法 

面積＝集積量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×（１＋作業スペース割合） 

集積量＝災害廃棄物発生量－処理量 

処理量＝災害廃棄物発生量÷処理期間 

見かけ比重：可燃物 0.4（ｔ/㎥）、不燃物 1.1（ｔ/㎥） 

積み上げ高さ：5ｍ以下が望ましい。 

作業スペース割合：0.8～1 
出典：環境省対策指針・技術資料 18-2 

 

［特記事項］ 暫定的な仮置場必要面積の算定 

災害廃棄物全量が仮置場に搬入されて一時的に保管することを仮定する場合の必要面

積は、以下のように簡易に考えることもできます。 

面積＝災害廃棄物の発生量÷見かけ比重÷積み上げ高さ×(１＋作業スペース割合) 

 

  イ 仮置場候補地の選定 

    候補地は、以下の点を考慮して選定します。 

 

   (ｱ) 選定を避けるべき場所 

    ①避難場所として指定されている学校等およびその周辺はできるだけ

避けます。 

    ②市民生活、環境および地域の基幹産業への影響が大きい地域は避け

ます。 

    ③土壌汚染のおそれがあるため、農地はできるだけ避けます。 

    ④水害による災害廃棄物は、汚水を発生するおそれがあることから、

水源に留意し、近接する場所を避けます。 

    ⑤浸水想定区域等を避けます。（ハザードマップを参照） 

    ⑥二次仮置場は、長期間にわたり、大量の災害廃棄物を仮設処理施設

により破砕・選別および焼却処理する場合があるため、周辺環境へ

の影響を考慮し選定します。 

    ⑦十分な面積が確保できない場合は、直ちに搬入不能となり、その後

悪臭や害虫の発生などにより、周辺環境に影響が生じます。 

 

   (ｲ) 候補地の絞り込み 

    ①重機等により災害廃棄物を分別・保管するため、できる限り広い面

積を確保します。 

    ②公園、グラウンド、堆雪場、廃校、廃棄物処理施設等の公有地を優

先することとし、管理者と協議を行います。 

    ③未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借上げ） 

    ④候補地に対する自衛隊の野営場や避難所・応急仮設住宅等、他の土

地利用のニーズの有無を確認します。 

    ⑤効率的な搬出入ルートおよび必要な道路幅員が確保すること。 

    ⑥敷地の搬入・通行路は、大型車が走行できるようコンクリート又は

アスファルト敷が好ましい。 
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    ⑦長期間使用できることが好ましい。 

    ⑧必要な消火用水および仮設処理施設の電源・水源が確保できること

が好ましい。 

    ⑨ごみ処理施設の周辺を候補地とする場合は、道路渋滞が発生し、廃

棄物の搬出入に支障が出ないか確認します。 
 

 (2) 仮置場の管理運営 

   災害対策本部等において仮置場の開設が承認･決定された後、収集運搬担

当、調査指導担当、庶務担当および環境対策担当は、図 3-12-1 の手順にの

っとり仮置場の管理運営を行います。 

   運営に当たっては、ノウハウを持つ民間団体の意見を聞きながら管理運

営を行うことで、受入終了後の処理（破砕・積込み）を見すえた仮置場の

管理を行い、人材の有効活用かつ災害廃棄物処理の効率化・短縮化を図り

ます。 

 

実施者  収集運搬担当、調査指導担当、庶務担当、環境対策担当 

対応の目安 水害時発災後 72 時間以内   

地震時発災後１週間以内  （以後適宜検討を行う。） 

 

  ア 災害対策本部等による承認・決定 

    仮置場は用地の確保を明確に位置づけるため、廃棄物担当部局単独の

決定ではなく、市長の承認や庁内の他の部局の承認も得た上で、災害対

策本部の決定事項として運営に着手します。 

 

  イ 仮置場開設の準備 

   ①仮置場は、開設の前に使用前の写真を複数撮影する。その後、「可燃物」

「金属製品」「木くず」「陶磁器・ガラス製品」「家電製品」「コンクリ

ート」「瓦」「畳」等の区分により、場所を定めるとともに、現場に大

きく明示します。 

   ②水害等で被災した住民が被災家財等の搬出を急ぐ場合や津波で散乱し

た混合状態の廃棄物を集める場合では、未分別・混合状態での排出が

大半となるので、状況によっては場所の確保と周知にとどめ、他の地

域からの不正搬入を防ぐことに努めます。この場合、後日、仮置場又

は別の場所で分別を行います。 

   ③災害の種類、受け入れる廃棄物の性状によって、土壌の汚染が懸念さ

れる場合は、仮置場開設の段階で分析用の試料をサンプリングしてお

き、調査結果を管理者・地権者にも周知します。 

   ④仮置場に市職員を配置できない場合、建設業者又は廃棄物関係業者、

ボランティア等、あらゆる手段を尽くして仮置場の受入れ、誘導、積

み下ろし補助、受付業務等を行う人員を確保し、常時複数人が作業に

当たれる体制を整えます。 
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   ⑤土地の状況から敷鉄板又は土木シート等の敷設を要する場合には、直

ちにその手配を行います。 

   ⑥仮置場内の搬入・通行路は、大型車が走行できるように整備します。 

   ⑦仮置場内の渋滞や混乱を避けるために、一方通行の動線とし、分別種

類ごとの分別配置図と看板を設置します。 

   ⑧不法投棄を避けるため、仮置場までの主な道路に案内看板等を設置し

ます。 

   ⑨仮置場までの道路渋滞の発生を防ぐため、仮置場の搬入・搬出ルート

を警察と相談します。 

   ⑩仮置場では火災のおそれがあり、危険物や有害物が保管されることも

あることから、仮置場の設置場所等を消防に周知します。 

   ⑪水害等による災害廃棄物から汚水の発生が懸念される場合、遮水シー

トの設置等により汚水による公共水域や地下水の汚染の防止に努め、

必要に応じて排水溝や排水処理設備等を設置する等により、敷地外へ

の漏出防止対策を講じます。 

 

  ウ 市民への仮置場の周知 

   ①受入期間、受入対象物、持込方法、分別方法、持込禁止物（災害に関

係ないため持ち込めないごみ）等を明確にして広報を行います。 

   ②広報に際しては、インターネットだけに頼らずに、チラシ、放送等の

その他の媒体も活用します。なお、チラシは、市役所、避難所および

公共施設に掲示するとともに、全戸配布が望ましい。 

 

  エ 仮置場の管理運営 

   ①仮置場で分別を徹底するため、被災者やボランティアに対して、同じ

袋に複数の種類の災害廃棄物を混合して入れないこと等、分別につい

て周知します。 

   ②生活ごみは、災害廃棄物の仮置場では受け入れないようにします。 

   ③仮置場では、円滑に通行できるよう一方通行の動線とすることに努め

ます。 

   ④仮置場内の分別品目ごとの看板を作成し、設置します。災害廃棄物を

荷下ろしする順番は、家電類や畳等の分類が分かりやすいものを先に

します。 

   ⑤分別品目ごとに、数名の作業員を配置し、車両からの荷下ろしを手伝

い、分別配置の指導を行います。 

   ⑥火災防止のため、ガスボンベ、灯油タンク等の危険物は、搬入しない

よう確認します。搬入されてしまった場合は、他の災害廃棄物と分け

て保管し、可燃性廃棄物の近くに置かないようにします。 

   ⑦災害廃棄物は、種類ごとの発生量や体積の違いを考慮し、区分ごとの

スペースの大小を決めます。 

   ⑧石膏ボードやスレート板は、アスベストが含有されているおそれがあ

るため、破砕しないように分別します。 
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   ⑨瓦は、リサイクル用途の違いから「コンクリートがら」等から分別し

ます。 

   ⑩太陽光発電設備は、感電等に注意し、他の災害廃棄物から分別します。 

   ⑪分別数については、処分やリサイクルを考慮し、処理業者等の関係者

と協議して決定します。 

   ⑫廃家電（４品目）は、家電リサイクル法のリサイクルルートで処理す

るため、仮置場内において品目ごとに分ける作業を行います。 

   ⑬火災防止のため、消防本部との協議を実施し、仮置場内での初期消火

体制を確保するほか、夜間の警備体制を整備し、異常時の連絡通報体

制を確保します。 

   ⑭仮置場での災害廃棄物の保管状況により、害虫防除のため消毒作業を

実施します。 

 
［特記事項］ 仮置場候補地の選定および運営管理における対応事例  

１ 全般 

①東日本大震災発災前に地域防災計画や災害廃棄物処理計画において設定していた仮

置場を計画通り使用できた自治体は、ほとんどなかった。理由として、災害規模が

想定外であり仮置場が不足したこと、当該用地が避難所や仮設住宅用地としての利

用等を優先されたこと、候補地決定時と発災時の土地利用状況が異なったことが挙

げられた。このため、発災後に改めて被災状況や土地利用予定を考慮し、新たに仮

置場用地を選定した自治体がほとんどであった。また、公有地だけでは仮置場の必

要面積をまかなえず、民有地を借りて仮置場として使用した自治体が多かった。 

②仮置場選定の際、特に留意すべき点として、①公有地であること、②十分な面積が

確保できること、③住宅地・工場近辺および農地を避けること、を意識した。 

③民有地については、事前に仮置場候補地として選定することは難しく、発災後に状

況に応じて利用可能な民有地を地権者と協議の上で使用することになった。 

④港湾部に仮置場を設置したが、漁業者から「さんま漁が始まるので邪魔になる」と

言われ、廃棄物を移動した事例があった。土地の使用予定を考慮して仮置場を選定

する必要性がある。 

⑤仮置場の設置は、ノウハウを有する建設部局が行った。当市は合併を経ているが、

合併した旧町の仮置場の選定については、現地状況に詳しい旧町出身の職員に探し

てもらった。 

⑥災害廃棄物が大量に発生したため手狭ではあったが、仮置場を含む防災計画を毎年

見直し、変更点を更改していたため、候補地は計画どおり使えた。 

⑦仮置場における災害廃棄物の受入れや持込時の指導に関するマニュアルがあった方

がよい。一次仮置場での分別・指導マニュアルがなかったため、仮置場ごとに担当

者独自のルールに従うことになった。このため、指導が緩やかだった仮置場に便乗

ごみが多くなった。 

２ 計画面での対応例 

①災害の規模・災害廃棄物の性状により求められる仮置場の数・設備等が異なるため、

事前の計画通りに仮置場候補地が使用できない可能性があることを認識する必要が

ある。 

②計画時点では、仮置場候補地を決定するのではなく、複数の候補地をリストアップ

すべきである。また、リストアップした候補地は、適宜確認・見直しを行い、発災

時に使用できる状況であるか把握することが望ましい。 

３ 適地選定での対応例 

①住宅地・工場近辺は、ダンプトラック往来の際の粉じん、騒音、振動および交通安
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全の面から避けるほうが望ましい。 

②津波浸水区域は、宅地利用が制限されることから、仮置場候補地は、想定される津

波浸水範囲に計画することが望ましい。 

③運動場等で地下に暗きょ排水が存在する場合は、仮置場として利用することで、暗

きょ排水が破損する可能性が高いため、候補地としては避けることが望ましい。 

④有害物質による汚染のおそれがあるため、返還後の土地利用を考慮すると、農地は、

避けるほうが望ましい。 

⑤有害物質による汚染のおそれを考慮すると、駐車場等の舗装された土地を使用する

ことが望ましい。 

４ その他仮置場の運営における対応例 

①仮置場候補地は、事前に土壌調査を行い、土壌汚染の有無について確認を行うこと

が望ましい。調査の結果土壌汚染が存在した場合は、仮置場使用後に廃棄物由来か

元からの汚染かの区別が難しいことから、仮置場候補地としては避けることが望ま

しい。 

②被災自動車の仮置場の必要面積についても検討する必要がある。今回は木造家屋が

流された結果、仮置きするスペースができたケースもあるが、首都直下地震の場合、

RC の建物が多いため仮置場面積の確保が難しく、自動車の台数も東北地方とは比較

にならないため、仮置場の確保が困難になることが予想される。今後発生する巨大

災害では、被災自動車は自動車リサイクル法による処理は困難なのではないか。 

③仮置場の選定の際に、土地所有者から自発的に使っていいと言ってもらえたが、事

前に民地借上の手続を整理しておいた方がよい。 

④一次仮置場は、（輸送距離が長くならないよう）ある程度地域ごとに配置したほうが

望ましい。二次仮置場は 1か所あればよい。 

⑤火災・盗難防止のため、仮置場に警備員を常駐させた方がよい。 

⑥仮置場出入口の鎖をトラックで切って進入し、有価物を持ち去った例があるので、

ヤードのように仮囲いし、警備ができればよい。 

⑦住民による自然発生的な仮置きをなくすために、自治体の広報で「家屋の前に廃棄

物を出して置いてください」とアナウンスした。 

⑧住民にとってなじみのある地元業者が災害廃棄物を回収することで「時間がかかっ

てもきちんと回収してもらえる」という信頼を醸成したことは有用であった。 
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13 処理フローの策定                              

  収集運搬担当は、災害廃棄物の処理方針、発生量、処理可能量等を踏まえ、

災害廃棄物の種類ごとに、分別、中間処理、最終処分および再資源化の方法

とその量を一連の流れで示した処理フローを作成します。 
 
実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後適宜修正を行う。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【処理フロー策定における留意点】 

①災害廃棄物は、種類や性状に応じて破砕、選別、焼却等の中間処理を行い、再生利用

又は最終処分を行う。 

②市内の一般廃棄物処理施設で処分しきれない場合は、他の市町村との相互支援協定等

に基づき、他の市町村の一般廃棄物処理施設で処分を行う。 

③市町村の一般廃棄物処理施設で処分できない種類の災害廃棄物は、産業廃棄物処理業

者の施設で処分を行う。 

④図 3-13-1 のフロー図等を参考に、市内や近隣の廃棄物処理施設の状況等を踏まえ、処

理フローを決定する。 

⑤処理方法や処理業務の発注については、生活環境に支障が生じないよう廃棄物処理法

等の関連法令に従い適正に処理することを基本とし、再生利用の推進と最終処分量の

削減、処理のスピードおよび費用の点を含めて総合的に検討し、決定する。 

 

 

 

図 3-13-1 災害廃棄物処理フロー図 
出典：東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）（環境省、平成 23 年５月） 
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  なお、処理フローの運用に際しては、災害廃棄物の処理施設の能力や受入

量等を把握するため、仮置場ごとに廃棄物種類別・処理業者別等のフロー図（図

3-13-2）を作成し、全体量の管理を行います。このフロー図を作成することで、

災害廃棄物の流れを見える化するとともに、災害査定の際の説明資料として利

用します。 

 

○○仮置場 破砕・選別等（可燃物） セメント（プラスチック、木くず等）
仮置量 処理能力 受入可能量 処理能力 受入可能量

可燃物 ﾄﾝ a工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 Aセメント工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
木くず ﾄﾝ ｂ工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
不燃物 ﾄﾝ ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
コンクリートがら ﾄﾝ 計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
金属くず ﾄﾝ バイオマスボイラー（木くず等）
混合物 ﾄﾝ 処理能力 受入可能量

破砕・選別等（不燃物） B発電所 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
処理能力 受入可能量 C製紙工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

ｃ工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
ｄ工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 パーティクルボード製造（木くず）

処理能力 受入可能量
Dボード工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

破砕・選別等（木くず） ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
処理能力 受入可能量 計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

e工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
f工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 砕石製造（コンクリートがら等）

ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 処理能力 受入可能量
計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日 E工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

金属スクラップ再生（金属くず）
処理能力 受入可能量

F工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

家電４品目
処理能力 受入可能量

G工場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

焼却
処理能力 受入可能量

H焼却場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

最終処分
処理能力 受入可能量

I処分場 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日

計 ﾄﾝ/日 ﾄﾝ/日
 

 

図 3-13-2 廃棄物種類別・処理業者別等のフロー図の作成例 

出典：市町村向け災害廃棄物処理行政事務の手引き-災害発生時の廃棄物関連事務を徹底解説-（環境省東

北地方環境事務所、平成 29 年３月） 
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14 分別処理および再資源化の実施                           

(1) 分別 

   被害が小規模で本市単独で処理ができる場合は、本市の処理施設に応じ

た災害廃棄物の分別を行います。 

   被害が大規模であり、他市町村や民間団体、県外処理等の広域処理を行    

う場合は、受入先の品目に応じた分別を行う必要があり、分別品目につい

て事前に確認した上で、分別作業の詳細を決定します。 

    想定される一次仮置場の分別内容を図 3-14-1 に示します。 
 
実施者  収集運搬担当、調査指導担当および施設担当（総合環境センター内） 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後処理完了まで実施） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-14-1 一次仮置場の分別例 

 

出典：災害廃棄物の分別（環境省、平成 29 年 7月） 
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［特記事項］ 破砕・選別後の分類事例  

 

東日本大震災災害廃棄物処理の報告や仙台市 HPによれば、廃自動車等を除くと、破砕・

選別実施後におおむね６～７種類に分類しています。 

 

①岩手県における標準的な中間処理および分別の例 

 
 

 

 

②宮城県における標準的な中間処理および分別の例 

 
 

 

 

図 3-14-2 二次仮置場における標準的な中間処理フロー（岩手県）抜粋 

図 3-14-3 二次仮置場における標準的な中間処理フロー（宮城県）抜粋 



第３章 災害廃棄物処理行動 

80 

 (2) 再資源化 

   災害廃棄物の種類に応じ、再資源化を行います。災害廃棄物は、可能な

限り再資源化を目指しますが、腐敗性や発火の危険性等の生活環境や安全

性にも配慮し、早期処理に努めます。なお、再資源化に当たっては、「災害

廃棄物から再生された復興資材の有効活用ガイドライン（公益社団法人地

盤工学会、平成 26 年９月）」等を参照します。 
 
実施者  収集運搬担当、調査指導担当および施設担当（総合環境センター内） 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後処理完了まで実施） 
 

表 3-14-1 再生資材の種類と利用用途等 

※分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラスチック、ガラス、土砂等が混在し、おお
むね不燃性の廃棄物 

災害廃棄物 再生資材 利用用途等 

木質系廃棄物（柱材･角材） 

 

 

 

 

木質チップやペレット 木質チップ類／バイオマス 

・マテリアルリサイクル原料 

・燃料等 

コンクリートがら 

 

 

再生砕石 

 

再生資材（建設資材等） 

・防潮堤材料 

・道路路盤材など 

金属系廃棄物（金属くず） 

 

 

 

 

金属 金属くず 

・製錬や金属回収による再資源化 

リサイクル業者への売却等 

自動車や家電等の大物金属くずは含まない｡ 

不燃系廃棄物※ 

 

 

 

セメント資源 ・セメント原料 

焼却後の灰や不燃物等は、セメント工場で

セメント原料として活用する。 

津波堆積物 

 

 

 

 

土砂 再生資材（建設資材等） 

・盛土材（かさ上げ） 

・農地基盤材など 
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15 損壊家屋等の解体・撤去                            

 (1) 応急的解体・撤去 

   倒壊等の危険性のある場合や道路啓開等で緊急を要する場合、損壊家屋

の解体・撤去が行われる場合があります。 

   調査指導担当は、可能な限り、仮置場搬入時に建物解体により発生した

災害廃棄物の分別指導を行い、環境対策担当は、アスベストを含有する建

材が使用されていることが分かった場合は、その飛散・暴露防止の措置を

図ります。 

 

実施者  調査指導担当（仮置場搬入時の災害廃棄物分別指導に関すること。） 

環境対策担当（アスベストに関すること。） 

対応の目安 発災後 1 か月以内  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【損壊家屋等の解体・撤去における留意事項】 

１ 倒壊してがれき状態になっているものについては、所有者等に連絡し、又はその承

諾を得ることなく撤去して差し支えない。本来の敷地から流出した建物についても、

同様とする。 

２ 敷地内にある建物については、一定の原形をとどめている場合には、所有者等の意

向を確認するのが基本であるが、所有者等に連絡が取れない場合や、倒壊等の危険が

ある場合には、土地家屋調査士等の専門家に判断を求め、建物の価値がないと認めら

れたものについては、解体・撤去して差し支えない。その場合には、現状を写真等で

記録しておく。 

３ 建物内の動産の扱いについては、以下による。 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】ここに示すものは、東日本大震災の際、国が示した損壊家屋等の撤去等に関する

指針であり、参考として示すものである。被災の際は、災害の規模や状況に応じ国

が示す指針に基づき、適切に対応すること。 

 
出典：東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針（被災者生活支援特別対策本部長

及び環境大臣通知 平成 23 年 3月 25 日） 修正 

 

 

 

①貴金属その他の有価物、金庫等については、一時保管し、所有者等が判明する場

合には所有者等に連絡するよう努め、所有者等が引渡しを求める場合は、引き渡

す。引き渡すべき所有者等が明らかでない場合には、遺失物法により処理する。 

②位牌、アルバム等、所有者等の個人にとって価値があると認められるものについ

ては、作業の過程において発見され、容易に回収することができる場合は、一律

に廃棄せず、別途保管し、所有者等に引き渡す機会を設けることが望ましい。 

③上記以外の物については、撤去し、廃棄して差し支えない。 
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 (2) 緊急を要さない損壊家屋等の解体・撤去 

   損壊家屋等の解体は､原則所有者の責任において実施されますが､阪神･

淡路大震災､東日本大震災､熊本地震等の甚大な被害が生じた災害では､家

屋解体費が特例として災害等廃棄物処理事業費補助対象となりました。 

   本項目では家屋の解体費が補助対象となった場合（公費解体）の対応の

一例を示しますが、被災の際は、国に対し補助対象の確認をするとともに、

事業実施の範囲や、管理体制について、庁内関係部局と協議を行いながら

対応することとします。 

   損壊家屋等の解体・撤去の流れを図 3-15-1 に示します。以下のフローや

環境省が制定している「公費解体・撤去マニュアル」（令和６年１月）を参

考に手続等を行うとともに、調査指導担当は、仮置場搬入時に建物解体に

より発生した災害廃棄物の分別がなされていない場合は、受入品目ごとに

分別するよう指導を行います。 

   緊急を要さない損壊家屋の解体・撤去作業時には、市民の生活環境への

支障を生じないよう留意します。特に災害廃棄物にアスベストが混入しな

いよう、できるだけ分別・除去を行い、その飛散・暴露防止措置を図りま

す。このため、解体前に事前調査を行い、アスベストを含有する建材が使

用されていることが分かった場合は、廃棄物処理法および大気汚染防止法

に基づき、適切に分別除去します。 

   損壊家屋の公費解体等の事業実施範囲は、要綱で発災ごとに決定します。 

実施者  収集運搬担当 
調査指導担当（仮置場搬入時の災害廃棄物分別指導に関すること。） 
環境対策担当（アスベストに関すること。） 

対応の目安 発災後 1 か月以降から 1年 6か月頃  （処理完了まで実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-15-1 緊急解体以降の被災家屋等の解体・撤去の流れ

解体受付 

被災家屋確認 

完了図書作成 
（災害報告書） 

・工事費積算 
・発注図書作成 
・査定資料作成 

入札・契約 

解体工事 

変更数量積算 

管理台帳 
（データベース） 

仮置場 
災害廃棄物 

アスベスト調査 
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表 3-15-1 令和５年７月豪雨時の公費解体実施状況 

全壊判定 公費解体実施 

11 棟 ２棟 

 

表 3-15-2 令和５年７月豪雨時の公費解体にかかる制定要綱 

秋田市令和５年７月豪雨災害に係る被災建築物等および災害等廃棄物の撤去等に関する要綱 

秋田市令和５年７月豪雨災害に係る被災建築物等および災害等廃棄物の撤去等を自ら実施した者に

対する費用の償還に関する要綱 

 

［特記事項］ アスベスト等が分別困難な場合の対応  

 津波や水害により廃棄物が混合状態となりアスベスト等の有害物質が分別困難な場合は、以

下のように対応します。 

 

①収集した廃棄物に対して散水等の飛散防止措置を実施した上で、現場撤去と仮置場までの

搬入を行う。 

②工場の煙突、ボイラーの保温材のように飛散性を有するアスベストが明らかにみられる場

合は、他の廃棄物と完全に区分した後に、専用車両を使って回収する。 

③解体撤去の現場や仮置場、破砕処理の作業現場周辺で作業に従事する場合は、防じんマス

クの着用など、適切な防じん対策を行う。 

④アスベスト使用の有無の判断は、まず建物の構造、建築年代等を既存資料から確認し、ア

スベスト使用の可能性がある場合は、職員、解体業者、建築士、コンサルタントなどが目

視で確認する。必要に応じて専門業者に含有調査を発注する。 

⑤資料を保存していた庁舎等が被災して関連資料が失われた場合、公共施設については全数

調査を行った事例や、家屋等の調査は事業者に任せた事例がある。 

⑥具体的な判断事例として、建築士協会が全壊・半壊の判定をする際に、アスベストの使用

の有無を判断し、使用の可能性があれば解体業者へ連絡し、別途保管後、最終処分した事

例、アスベストがあると想定される建物（例：旅館や RC 造の建物）に職員が赴き、事前

確認のうえ、天井や壁を破砕の上サンプルを収集し、業者に委託して調査した事例、公共

施設のアスベスト使用の有無に関する資料は全て被災して亡失したため、被災後残ってい

た建物の主なものは、全て業者に委託してアスベスト調査を行った事例がある。 

⑦吹き付け材等を使用している建物については、分析を行った後に、スレート類は手作業で

解体した。その他は、解体業者が目視で判断する。 
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16 有害廃棄物・危険物、処理困難廃棄物、津波堆積物、思い出の品等の処理           

 (1) 有害廃棄物・危険物 

   収集運搬担当は、有害廃棄物や爆発等の危険性があるため取扱いが困難

な廃棄物であって、一般廃棄物に該当するものは、専門業者へ回収を依頼

し、処理を進めます。なお、産業廃棄物に該当するものは、災害時におい

ても事業者の責任において処理することが原則であるため、排出者の責任

において処理することを依頼します。 

   有害廃棄物・危険物の種類と収集・処理の方法を表 3-16-1 に示します。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 1 週間以内 （以後処理完了まで実施） 

 

表 3-16-1 有害廃棄物・危険物の種類および収集・処理の方法 

区分 種類 収集方法 処理方法 

有
害
物
質
を
含
む
も
の 

廃農薬、殺虫剤、その他薬品
（家庭薬品ではないもの） 

販売店、メーカーに回収依頼／廃
棄物処理許可業者に回収・処理依
頼 

中和、焼却 

塗料、ペンキ 焼却 

廃
電
池
類 

密閉型ニッケル・カドミウム
蓄電池（ニカド電池）、ニッ
ケル水素電池、リチウムイ
オン電池 

リサイクル協力店の回収（箱）へ 破砕、選別、リサイク
ル 

ボタン電池 電器店等の回収（箱）へ 

カーバッテリー 
リサイクルを実施しているカー用品
店・ガソリンスタンドへ 

破砕、選別、リサイク
ル（金属回収） 

廃蛍光灯 
回収（リサイクル）を行っている事業
者へ 

破砕、選別、リサイク
ル（カレット、水銀回
収） 

アスベスト（飛散性） 
アスベスト含有物（非飛散性） 

建物の解体・撤去時に除去 
埋立処分、溶融によ
る無害化処理 

危
険
性
が
あ
る
も
の 

灯油、ガソリン、エンジンオイル 購入店、ガソリンスタンドへ 焼却、リサイクル 

有機溶剤（シンナー等） 
販売店、メーカーに回収依頼／廃
棄物処理許可者に回収・処理依頼 

焼却 

ガスボンベ 引取販売店への返却依頼 再利用、リサイクル 

カセットボンベ・スプレー缶 
使い切ってから排出する場合は、穴
を開けずに燃えないごみとして排出 

破砕 

消火器 
購入店、メーカー、廃棄物処理許
可者に依頼 

破砕、選別、リサイク
ル 

感
染
性
廃
棄
物 

使用済み注射器針、 
使い捨て注射器等 

地域によって自治体で有害ごみとし
て収集、指定医療機関での回収
（使用済み注射器針回収薬局等） 

焼却・溶融、埋立 

出典：環境省対策指針・技術資料 24-15 修正 
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 (2) 処理困難廃棄物 

   収集運搬担当は、腐敗性等により周辺環境に影響を及ぼすため取扱いが

困難となる廃棄物（以下「処理困難廃棄物」という。）について、以下に留

意しながら、速やかに処理を進めます。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後処理完了まで実施） 

 

   本市西側は日本海に面しており、沿岸部においては水産系廃棄物（魚介

類、水産加工品等）や漁具・漁網、廃船舶等の処理困難廃棄物の発生が想

定されます。農業地域においては、収穫米や飼料・肥料、農機具類、農薬

等の処理困難廃棄物の発生が想定されます。ほかにも、燃料が入った石油

ストーブや海水等の水分が混入した燃料の発生等が想定されます。本市に

おいて特に留意する処理困難廃棄物と対応方針を表 3-16-2 に示します。 

 

表 3-16-2 秋田市において特に留意する処理困難廃棄物と対応方針 

発生場所 処理困難物 対応方針 

沿岸部 水産系廃棄物 衛生対策および焼却・溶融処理 

漁具・漁網 
破砕・選別、リサイクル、焼却・溶融処理 
および埋立処分 

廃船舶 原則、所有者が処理 

農業地域 収穫米 衛生対策、焼却・溶融処理および埋立処分 

飼料・肥料 衛生対策、再使用、焼却・溶融処理および埋立処分 

農機具類 分別保管後、専門業者へ依頼 

その他 石油ストーブ 分別保管後、平時の処理ルートを活用 

海水等の水分が混入した燃料 他の焼却対象物に染み込ませて焼却・溶融処理 

廃自動車 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14

年法律第87号、以下「自動車リサイクル法」という。）

に基づき処理する。 

所有者の引取りまでの保管を実施 

 

  ア 水産系廃棄物 【津波】                     

    水産系廃棄物は、腐敗性が強く、公衆衛生の確保のため対応を優先し、

焼却・溶融処理等を行います。衛生対策として、消毒剤、石灰又は脱臭

剤を散布します。 
※東日本大震災では、特例的措置として海洋投入処分を行いました。 

 

  イ 漁具・漁網 【津波】                     

    漁具・漁網は、重機・切断機で粗破砕を行います。その後、手作業で

鉛を回収し、リサイクルできない網やロープは、焼却・溶融処理又は埋

立処分を行います。漁具・漁網の処理フローを図 3-16-1 に示します。 
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図 3-16-1 漁具・漁網の処理フロー 
出典: 東日本大震災により発生した被災 3県における災害廃棄物等の処理の記録（環境省東北地方環境事

務所・一般財団法人日本環境衛生センター、平成 26 年 9月）P149 

 

  ウ 廃船舶 【津波】 

    廃船舶の処理は、所有者が行うことを原則とします。所有者の特定が

困難な場合は、市が船舶の素材により製造業者（FRP 船）や産業廃棄物処

理業者（軽合金船および鋼船）等に依頼して処理を行います。 

※参照「東日本大震災により被災した船舶の処理に関するガイドライン（暫定版）（平成 23 年 4月）」 

 

  エ 収穫米  

    収穫米は、腐敗性があり、公衆衛生の確保のため対応を優先し、焼却・

溶融処理、埋立処分等を行います。東日本大震災では、米はストーカ炉

から落ちて焼却処理ができず、他の焼却対象物と混焼し、又は埋立処分

した事例があります。 

 

  オ 飼料・肥料 

    飼料・肥料については、悪臭、虫の発生など、生活環境保全の支障が

生じるおそれがあるため、可能な限りフレコンバック等に袋詰めを実施

し、焼却・溶融処理、埋立等を行います。また、使用可能な肥料は、農

家へ提供します。 

 

  カ 農機具類 

    農機具類は、燃料やバッテリーを取り出して保管し、専門業者へ引取

りを依頼します。 

 

  キ 農薬 

    農薬は、容器の移替え、中身の取り出しをせず、販売店、メーカー、

産業廃棄物処理業者へ処理を依頼します。 

※参照「使用残農薬の管理と処分に関するガイドライン（クロップライフジャパン、平成８年４月）」 
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  ク 石油ストーブ 

    石油ストーブは、燃料タンクと電池を取り外して保管し、それぞれ平

時の処理ルートを活用して処理を行います。 

 

  ケ 海水等の水分が混入した燃料 【津波】 

    海水等の水分が混入した燃料は、リサイクルできないため、他の焼却

対象物に染み込ませて焼却・溶融処理等を行います。 
※東日本大震災における災害廃棄物処理概要報告書（環境省、平成 28 年 3月） P4-37 

 

  コ 廃自動車 

    廃自動車の処理は、自動車リサイクル法に基づくため、本市では被災

して廃自動車となる車両の撤去・移動や所有者の引取りの意思確認、所

有者又は引取業者（自動車販売業者又は解体業者）に引き渡すまでの仮

置場での保管を行います。被災現場から仮置場までの撤去・移動におけ

る留意事項は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省対策指針・技術資料 24-8 修正 

 

    また、以下に被災車両所有者の照会先を示します。車両ナンバーや車

検証・車台番号から所有者を特定し、車両および車内物品の受け取りに

ついて意思確認を行います。所有者特定が不可能な場合は、一定期間公

示した後、引取業者に引き渡します。なお、災害対策基本法第 64 条第 6

項では、公示の日から起算して 6 か月を経過しても返還することができ

ないときは、所有権は市町村に帰属するとされています。 

 

表 3-16-3 自動車の所有者の照会先 

情報の内容 照会先 

車両ナンバー 
登録自動車 国土交通省 
軽自動車 軽自動車検査協会 

車検証・車台番号 陸運局 
出典：環境省対策指針・技術資料 24-8 

 

【廃自動車の処理における留意点】 

①被災車両は、レッカー車又はキャリアカーにより仮置場まで輸送する。 

②冠水歴のある車両は、エンジン内部に水が浸入している可能性があるため、エ

ンジンをかけない。 

③電気系統のショートを防ぐためにバッテリーのマイナス端子を外す。 

④廃油・廃液が漏出している車は、専門業者に依頼して廃油・廃液を抜き取る。 

⑤電気自動車およびハイブリット車には、むやみに触らない。絶縁防具や保護具

を着用して作業を行う。 
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 (3) 津波堆積物 

   収集運搬担当は、津波堆積物の堆積した場所の土地利用状況に応じた適

切な対応方法を土木部局や農林部局等と調整し、堆積物の撤去と再利用を

進めます。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後処理完了まで実施） 

 

表 3-16-4 秋田市地域防災計画における津波堆積物の土地利用状況に応じた対応方法 

土地利用 対応方法 

道路・公園等

の公共用地 

公共用地の津波堆積物については、秋田市（建設部道路班・公園班）が、除

去・収集・処理等を実施する。 

民地 民地の津波堆積物については、所有者による処理を基本とする。秋田市は、

清掃用に土のう袋およびごみ袋を配布する。ただし、被災者自らの資力で津波堆

積物の除去ができず、日常生活に著しく支障を及ぼしていると判断できる場合は、

秋田市（建設部道路班）が除去を実施する。なお、秋田市（建設部道路班）は、

職員による巡視等により迅速に被災地域の状況を把握するように努める。 

農地 農地の津波堆積物については、農地の災害復旧事業等を活用し、除去・収

集・処理等を実施する。 
 
［特記事項］ 津波堆積物の撤去事例 

１ 津波堆積物の撤去例 

①重機の進入できない狭隘地や宅地などは、人力で重機が利用可能な場所に集積した

後に、搬出する。 

②水没地等で泥土が広がった地域は、湿地用ブルドーザでかき寄せた後にクローラダ

ンプで搬出する。 

③湿地用ブルドーザでも進入困難な場所については、汚泥吸排車を活用して堆積物を

集積する。 

④堆積場所に大きな木くずやコンクリートがらが存在する場合は、これらを事前に撤

去した後、ブルドーザでかき寄せる。 

⑤バックホウを使用して掘削・撤去する場合は、津波堆積物だけでなく、余分に土砂

を撤去する可能性があることから、撤去数量が 20～30％程度、増加することに留意

する。 

⑥津波堆積物の性状、土地利用状況や土地権利者との調整により、撤去を行わないこ

ともある。 
出典：東日本大震災津波堆積物処理指針（環境省、平成 27 年 3月）を編集して作成 

 

２ 津波堆積物の再利用例 

津波堆積物は、埋め戻し材、盛土材等の土木資材としての有効利用を優先すること

としますが、有効利用が困難である場合は、最終処分場での処分や、他の処分が困難

な場合には海洋投入処分等、組成と性状に応じて、以下の中から適切な方法を選択し、

適正に処理することを基本とし、中間処理および有効利用・処分方法等を決定します。 

                               （次頁へつづく） 
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(1) 木くず・コンクリートくず等や有害物質等の混入がない津波堆積物 

①利用先と物理的性状等について十分な調整の上、埋め戻し材、盛土材等の土木資

材として利用 

②最終処分が困難な場合は、海洋汚染防止法に基づく手続等に従い、関係者の理解

を得た上で海洋投入処分 

③津波堆積物の性状や土地利用の状況および土地権利者との調整等によって、撤去

を行わないことも検討 
 

(2) 木くず・コンクリートくず等や有害物質等の混入がある津波堆積物 

木くず・コンクリートくず等が含まれている場合は、トロンメル（円筒形の回転

式ふるい）、振動ふるい等の分別機で異物を除去することを基本とし、その後の組

成・性状に応じて以下のア～ウの処理を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東日本大震災津波堆積物処理指針（環境省、平成 23 年７月）を編集して作成 
 

【津波堆積物処理の留意点】 

津波堆積物の処理は、環境省対策指針の処理方針に基づき、下記の３点に留意します。 

 

①悪臭等により住民の生活環境へ影響を及ぼすヘドロ等を優先的に除去する。 

②有害物混入や再生資源としての利用の可能性を踏まえ、原則、海洋投入は行わない。 

③悪臭、色、性状等から有害物質含有のおそれがある津波堆積物は、他の津波堆積物と

区別して保管し、処理する。処理の際は、洗浄等を行い、安全性を確認する。 

 

ア 有害物質等を含まない津波堆積物 

①利用先と物理的性状等について十分な調整の上、埋め戻し材、盛土材等の

土木資材として利用 

②最終処分が困難な場合は、海洋汚染防止法に基づく手続等に従い、関係者

の理解を得た上で海洋投入処分 

③受入先と十分な調整の上、セメントの原料化 

④受入先と十分な調整の上、舗装用ブロック等の原料化 

イ 有害物質等を含む津波堆積物、木くず・コンクリートくず等と混然一体で

選別が困難である津波堆積物 

①洗浄等による浄化、不溶化・無害化処理又は熱処理（焼却・溶融等） 

②浄化後のものは、利用先と物理的性状等について十分な調整の上、埋め戻

し材、盛土材等の土木資材等として利用 

③受入先と十分な調整の上、セメントの原料化 

④受入先と十分な調整の上、舗装用ブロック等の原料化 

⑤一般廃棄物最終処分場への最終処分 

ウ 選別後の木くず・コンクリートくず等 

①コンクリートくずおよびアスファルトの破片については、埋め戻し材、盛

土材等の土木資材として利用 

②木くずについては、有効利用（有効利用できないものについては焼却） 

③金属くずについては、有価物として売却・譲渡 

 



第３章 災害廃棄物処理行動 

90 

 (4) 思い出の品等の処理 

   収集運搬担当は、所有者等の個人にとって価値があると認められるもの

（以下「思い出の品」という。）については､廃棄せず､保管場所を確保して 

管理し、可能な限り所有者に引き渡します。また､災害廃棄物の排出の周知

に当たっては、所有者が廃棄する災害ごみと分かる貼り紙の添付を徹底す

ることなど誤収集を避ける対策を実施します。 

   また、所有者等が不明な貴重品は、速やかに警察に届けます。 

   思い出の品等として回収の対象となるものを表 3-16-5 に示し、回収から

引渡しまでの取扱いの流れを図 3-16-2 に示します。 

 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後処理完了まで実施） 

 

表 3-16-5 思い出の品等の回収対象 

思い出の品 
写真、アルバム、卒業証書、賞状、成績表、位牌、手帳、PC、HDD、携帯電話、

ビデオ、デジタルカメラ 等 

貴重品 財布、通帳、印鑑、金券、商品券、古銭、貴金属、有価証券 等 

 

       思い出の品 

 

 

 

貴重品 

 

 

 

図 3-16-2 思い出の品および貴重品の取扱いフロー 

出典：環境省対策指針・技術資料 24-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出の品等の取扱いにおける留意点】 

個人情報が含まれるため、保管・管理には以下の配慮が必要となる。 

①被災家屋の解体・撤去等の際に回収される思い出の品等は、可能な限り集約して別

途保管し、所有者等に引き渡す機会を設ける。 

②土や泥がついている場合は洗浄・乾燥し、発見場所や品目等の情報が分かる管理リ

ストを作成した上で市が保管・管理する。 

③貴重品については、回収後速やかに遺失物法に基づき警察へ届ける。 

④閲覧・引渡しに当たっては、地方紙や広報誌等で周知し、面会や郵送（本人確認が

できる場合）により引渡しを行う。 

⑤大規模災害時には、思い出の品等の回収や洗浄等について、ボランティアの協力を

得ることを検討する。 

⑥東日本大震災のケースでは、貴重品を発見した際は透明な袋に入れ、発見日時・発

見場所・発見者氏名を記入し、速やかに警察へ届けたという事例や、所有者が明ら

かでない金庫、猟銃等は速やかに警察に連絡し、引取りを依頼した事例もある。 

警
察 

思
い
出
の
品
・
貴
重
品
の
回
収 

所
有
者 

閲
覧･

引
渡 

リ
ス
ト
化 

洗
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［特記事項］ 思い出の品等への対応事例 

１ 平成 26 年 8 月豪雨（自治体：広島県） 

①中間処理施設内に｢思い出の品預かり所｣を設置し、閲覧・返却できるようにした。 

②被災地の区役所、公民館等に写真アルバムを公開した。 

③広島市のホームページにリストを掲載した。 

④定期的に臨時「思い出の品預かり所」を開設した。 

⑤アルバムは週に 1回最新版に更新するなど、常に新しい情報を公開するようにした。 

⑥アルバム設置場所は、中間処理施設内のほか、市役所、区役所、公民館、集会所等

に設置し、計 7か所で公開した。 

⑦夏休み期間等に小学校・公民館および国際会議場を利用した臨時預かり所を開設し

た。 
出典：平成 26 年 8月豪雨に伴う広島市災害廃棄物処理の記録（平成 28 年 3月） 

２ 東日本大震災（自治体：仙台市） 

(1) 貴重品・思い出の回収 

がれき等撤去現場に市職員最大 44人を配置して回収に当たり、宅地内のがれき等

撤去時には貴重品 1,120 点、思い出の品 9,780 点を回収した。貴重品は警察署に届

け、思い出の品は区役所に引き継いで、ボランティアによる洗浄後、展示し、所有

者に引き渡す機会を設けた。 

(2) ボランティア活動による引渡し 

8,110 世帯もの家屋が津波により浸水被害があった宮城野区と若林区では、がれき

の中からたくさんの写真やアルバムなど被災者の思い出の品が発見された。被災者

の心情に配慮し、このような思い出の品はがれき撤去の現場でできるだけ取り出し

て作業が進められたことから、取り出された品を持ち主に引き渡す活動が可能にな

った。この活動は宮城野区と若林区がそれぞれ主体となり、区災害ボランティアセ

ンターと協力して行われ、宮城野区は延べ 564 名、若林区は延べ約 810 名のボラン

ティアが写真の洗浄作業等に従事した。5 月 12 日から７月 31 日までの展示・引渡

期間の来場者数は、宮城野区が 3,016 人、若林区が 7,789 人、持ち主に返却された

思い出の品は、宮城野区が 4,457 点、若林区が 14,022 点にも上った。 
出典：東日本大震災 仙台市 震災記録誌～発災から 1年間の活動記録～（仙台市 平成 25 年） 

３ 東日本大震災（自治体：浪江町） 

津波被災地におけるがれき等の選別作業の際に発見した写真、アルバム、賞状など

の思い出の品を、一人でも多くの所有者やご家族のお手元に返却できるよう、店舗に

展示スペースを用意し、引渡しを行った。 
出典：浪江町 HP 記事から作成（平成 30 年 9月閲覧）

http://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/3/7840.html 

４ 東日本大震災（自治体：気仙沼市） 

気仙沼復興協会において、平成 29年 3月まで常設展示を行っていた。また、常設展

示のほか公民館の会議室を利用した思い出の品閲覧返却会も開催していた。なお、こ

れらの品の処分は行わず、市役所において保管していく計画である。 
出典：気仙沼復興協会 -KRA- 公認 HP http://kra-fucco.com/ 

５ 東日本大震災（自治体：陸前高田市） 

震災拾得物等返還促進事業(思い出の品)として返却活動を実施した。駐車場内のコ

ンテナ施設において常設展示を行った。当該施設おいて、写真約 7 万枚、物品 2 千点

が保管された。常設展示のほか、市内の返却会や東京、仙台、岩手県内等での出張返

却会も開催された。 
出典：陸前高田市 HP 記事「震災拾得物等返還促進事業（思い出の品）について」から作成 

（平成 30 年９月閲覧） 
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/kikaku/omoidenosina/omoidenosina.html 

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/shisei/kakuka-oshirase/kikaku/omoidenosina/omoidenosina.html
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17 他都市からの支援および派遣の受入れと活用                      

 (1) 他都市からの支援・派遣 

   庶務担当は、他都市からの支援や人材派遣およびボランティア派遣の受

入れに関する事務ならびにこれらの支援人材の適正配置を実施します。 

   支援の受入れに際しては、周辺の地方公共団体、廃棄物関係団体等との

調整が必要になります。図 3-17-1 には、国、県、周辺市町村、その他支援

都道府県等の支援の受入れの連携イメージを示します。 

   令和５年７月豪雨時は、災害廃棄物処理の知見を有する自治体の人的資

源を活用できる環境省の「災害廃棄物処理支援員」制度（人材バンク）を

活用しました。 
 
実施者  庶務担当（収集運搬担当は必要に応じて助言を行う。） 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後処理完了まで実施） 
 

廃棄物事業者
建設事業者　等

秋田県

廃棄物事業者
建設事業者　等

被災していない
県内市町村

支援市町村

支援都道府県

廃棄物事業者団体
建設事業者団体　等

廃棄物事業者団体
建設事業者団体　等

秋田市

国（環境省）

①都道府県間の

相互協力体制

（都道府県・

市町村間の相互協力体制）

情報収集

指導・助言

連絡

調整

連絡

調整
連絡

調整

連絡

調整

連絡

調整

連絡

調整

報告

報告

要請/支援
（協定等による）

災害支援協定を

締結している場合

連絡

調整

②都道府県内の市町村に

おける相互協力体制

③廃棄物関係団体との

協力体制

連絡調整

（協定等による）

秋田県

秋田市

情報収集

指導・助言

 
 
 

出典：環境省対策指針に一部加筆 

 
表 3-17-1 令和５年７月豪雨時の災害廃棄物処理支援員による支援 

本市に派遣された職員の所属自治体 

福島県いわき市、熊本県熊本市、東京都、岩手県、千葉県習志野市、

千葉県館山市、宮城県多賀城市 

図 3-17-1 災害廃棄物処理に関わる支援体制イメージ 
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［特記事項］ ボランティアの受入れにおける対応事例 

 

①ボランティアの募集および総括管理主体は、各自治体の社会福祉協議会が担当した。 

②ボランティアによる支援作業は、ほとんどの自治体では、被災家屋からの泥出し・家

財出し、思い出の品の清掃等、自治体の業務範囲以外の部分であった。 

③ボランティアが細かいがれきやごみを集めるだけ集めて、断りなくその場に置き去り

にしてしまったために、住民からの連絡を受けて自治体が撤去せざるを得なかったこ

とがあった。 

④ボランティアが遺体に遭遇した場合には、心のケアが必要である。また、ボランティ

アがけがをした場合もあった。 

 

 

 (2) その他支援・派遣 

   庶務担当は、災害廃棄物対策に係る知見・技術を有効に活用し、各地に

おける災害対応力向上を目的とした D.Waste-Net（災害廃棄物処理支援ネッ

トワーク）の支援を要請します。 

   D.Waste-Netは、平成27年９月16日に環境省主体で発足したものであり、

平常時は過去の経験の集積・分析や自治体の事前対策（人材育成や防災訓

練等）の支援等を行い、発災時には現地支援チームが派遣され、仮置場の

確保や分別、廃棄物からの悪臭・害虫発生の防止対策、火災発生防止対策

等について技術支援等が行われることから、この仕組みを積極的に活用し

ていきます。 

 

実施者  庶務担当（収集運搬担当は必要に応じて助言を行う。） 

対応の目安 発災後 1 か月以内  （以後処理完了まで実施） 

 

表 3-17-2 令和５年７月豪雨時の D.Waste-Net の支援 
㈱エイト日本技術開発、パシフィックコンサルタンツ㈱、日本工営㈱、応用地質㈱、㈱ドーコン､ 

㈱東和テクノロジー､㈱復建技術コンサルタント､㈱環境管理センター、中外テクノス㈱、 

㈱四電技術コンサルタント、八千代エンジニヤリング㈱ 、㈱エックス都市研究所、 

㈱建設技術研究所 

 

【支援の受入れにおける留意点】 

①人員、物資、資機材、宿泊先等、要請事項・数量・準備事項等を明確にする。 

②過去の災害の事例等を踏まえて発災初動時の被災地における課題や状況を認識し、

協力・支援の内容・要請方法、連絡体制等を整理する。 

③過剰な支援を要請しないため、機材の保有や運用の状況を平時から確認する。 

④被災地での経験が重要であることから、周辺自治体の災害廃棄物処理の実務経験者

や専門的な処理技術に関する知識・経験を有する者についての情報交換を行う。 

⑤円滑に支援内容の協議ができるよう災害廃棄物の搬出量等を速やかに算出する。 

⑥災害廃棄物処理委託を要請するために必要な搬出ルール(分別方法等)を設定する｡ 

⑦廃棄物処理の支援を受け入れてもらうための収集方法等を市民に広報する。 
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［特記事項］ D.Waste-Net の活動の受入れ事例 

          D.Waste-Net の活動実績 ※団体名は平成 30年 10 月当時 

災害名 
発生 

年月 
活動メンバー 活動内容 

平成 27 年 

関東・東北 

豪雨 

（常総市） 

H27 年 

9 月 

①国立環境研究所 

②日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

③全国都市清掃会議 

④日本廃棄物ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 

⑤廃棄物・3R 研究財団 

⑥日本ﾍﾟｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ協会 

①現地支援チームを派遣し、仮置場の確保や分

別、廃棄物からの悪臭・害虫発生の防止対策、

火災発生防止対策等について技術支援を実施 

②廃棄物の収集体制を立て直すため、広域な支

援を調整 

③廃棄物の発生量の推計支援等、処理実行計

画の策定を支援 

④豪雨災害における初動対応の記録 等 

平成 28 年 

熊本地震 

H28 年 

4 月 

①国立環境研究所 

②日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

③全国都市清掃会議 

④全国一般廃棄物環境整備

協同組合連合会 

⑤全国清掃事業連合会 

⑥日本環境保全協会 

⑦廃棄物資源循環学会 

⑧廃棄物・3R 研究財団 

⑨ｾﾒﾝﾄ協会 

⑩全国解体工事業団体連合

会 

⑪日本災害対応ｼｽﾃﾑｽﾞ 

⑫日本貨物鉄道 

⑬日本ﾍﾟｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ協会 

①現地支援チームを派遣し、仮置場の確保や分

別、廃棄物からの悪臭・害虫発生の防止対策、

火災発生防止対策等について技術支援を実施 

②廃棄物の収集を支援するため、ごみ収集車や

技術者を派遣 

③仮置場の巡回訪問および技術的助言 

④廃棄物の発生量の推計支援等、処理実行計

画の策定を支援 

⑤セメント工場での受入れ条件の作成 

⑥自治体へのコンテナ輸送に関する技術的助言 

⑦災害廃棄物の広域処理の意向調査 等 

台風 

9･10･11 号 

（北海道、

岩手県等） 

H28 年 

9 月 

①国立環境研究所 

②日本環境衛生ｾﾝﾀｰ 

③地盤工学会 

④日本ﾍﾟｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ協会 

①現地支援チームを派遣し、仮置場の確保や分

別、廃棄物からの悪臭・害虫発生の防止対策、

火災発生防止対策等について技術支援を実施 

②土砂混合物の処理方法に関する技術支援を実

施 等 

鳥取県中部 

地震 

H28 年 

10 月 

①国立環境研究所 ①現地支援チームを派遣し、仮置場の確保や分

別等について技術支援を実施 等 

平成 29 年 

7 月九州 

北部豪雨 

H29 年 

7 月 

①国立環境研究所 

②日本環境衛生センター 

③日本廃棄物ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 

④全国都市清掃会議 

⑤廃棄物・3R 研究財団 

⑥日本ﾍﾟｽﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ協会 

①現地支援チームを派遣し、仮置場の確保や分

別、廃棄物からの悪臭・害虫発生の防止対策、

火災発生防止対策等について技術支援を実施 

②仮置場の巡回訪問および技術的助言 

③廃棄物の収集を支援するため、ごみ収集車や

技術者を派遣 
 

 

18 相談窓口の設置と運営                             

  収集運搬担当は、発災後 72 時間（３日）以内に各種相談窓口を庁舎、市民  

サービスセンター、避難所等に設置し、苦情や要望などを聞き入れ、適切な対

応、措置を実施します。 

  相談窓口の運営は、企画財政部企画班、市民生活部市民生活班等の関係部

局と連携し､各種相談に対し速やか、かつ適切に対応できる体制を構築します。 
 
実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 72 時間以内  （以後処理完了まで実施） 
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19 市民への広報                              

  収集運搬担当は、災害廃棄物等を適正に処理するため、生活ごみおよびし

尿の収集再開の方法、仮置場の開設状況、仮置場への災害ごみの持込み、廃

棄時の分別方法、仮設トイレの開設状況等について市民に複数の媒体により

情報発信します。 

  なお、災害初動時は、優先して伝達すべき情報（安否確認、避難所、救援

物資等に関すること）の周知を阻害しないよう、緊急情報（有害・危険物や

し尿の収集、問合せ先等）に限って発信します。初動対応が収束し、災害廃

棄物の撤去・処理開始後は、便乗ごみの排出禁止や分別の徹底等について、

具体的な情報を正確に周知します。 
 
実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 12 時間以内  （以後処理完了まで実施） 
 

表 3-19-1 対応時期ごとの市民への発信方法と発信内容 

対応時期 発信方法 発信内容 詳細 

災害発災前 ①広報あきた 

②市ホームページおよび 

SNS 

①生活ごみと異なる「災害

ごみ」の意識付け 

②「災害ごみ」Q&A 公表 

「災害ごみ」排出方法、 

排出できないごみの情報

発信 

災害初動時 

上記②に加え 
①市役所、市民サービス 
センター等の公共機関
および避難所の掲示板
への貼り出し 

②マスコミ報道（テレビ、ラ 
ジオ、新聞等） 

③広報宣伝車 
④各種無線通信（防災行
政無線、テレホンサービ
ス等） 

⑤町内会等の回覧 

①有害廃棄物・危険物の
情報 

種類、発生状況、処置方 
法および搬出方法 

②災害ごみ収集 収集場所、分別方法およ 
び排出方法（例：袋に「災」 
記載等）、収集期間・時間 

③し尿収集 し尿収集の実施方法、仮
設トイレの開設状況、収集
対象、収集の頻度および 
自治体窓口の紹介 

④問合せ、相談および連 
絡窓口 

電話番号、ホームページ
情報等 

災害廃棄物
の撤去・処
理開始時 

①災害初動時の発信方法 
（上記掲載事項） 

②自治会や避難所等での 
説明会 

③広報あきた 
 

①災害初動時の発信内容 再発信 

②市民用仮置場設置状況 場所、分別方法および収
集期間 

③解体撤去等の被災家屋
の取扱い 

対象物、場所、期間、手続
等の情報 

④被災自動車等の確認 所有者確認、場所、期間、
手続等の具体的な情報 

処理ライン
確定～本格
稼働時 

※上記災害初動時と 
災害廃棄物の撤去・ 
処理開始時に用いた 
発信方法 

①一次・二次仮置場の 
設置状況 

場所、設置予定期間およ
び処理の概要 
※仮置場における便乗ご
みの排出禁止や、不法
投棄・不適正処理の禁
止についても併せて周
知する。 

②処理実行計画 全体フロー、処理・処分先
等の最新情報等 

③災害廃棄物処理の進捗 
状況 

処理の進捗状況および今
後の計画 
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20 災害廃棄物処理実行計画の策定                        

  収集運搬担当は、本計画を基に被災状況に応じた災害廃棄物等の処理方針、

発生量、処理体制、仮置場、処理スケジュール等の具体的な内容を定めた災

害廃棄物処理実行計画を、災害ごとに策定します。 

  なお、災害廃棄物処理実行計画は、災害廃棄物等の処理の進捗状況に応じ

て段階的に見直しを行います。 

  令和５年７月豪雨による災害廃棄物処理実行計画の構成を表3-20-1に示し

ます。 
 

実施者  収集運搬担当 

対応の目安 発災後 1か月以内  （以後適宜修正） 

 

国

県

整合性 整合性

市

(注)国庫補助金の申請をする際の添付資料の一つとなる。

○○災害における
秋田市災害廃棄物
処理実行計画(注)

【平時】 【発災後】

○○災害における
災害廃棄物処理指針

○○災害における
秋田県災害廃棄物

処理実行計画

秋田県災害廃棄物
処理計画

災害廃棄物対策指針

秋田市災害廃棄物
処理計画

 
図 3-20-1 災害廃棄物処理実行計画と本計画等との関係 

 

 

表 3-20-1 災害廃棄物処理実行計画の構成 

第１章 計画策定の趣旨                

１ 計画の目的 

２ 計画の位置付けと内容 

３ 計画の期間 

４ 計画の対象地域 

第２章 被災状況と災害廃棄物の量                 

１ 被害状況 

２ 被害状況の概要 

３ 気象データ 

４ 災害廃棄物の発生量 

第３章 災害廃棄物処理の基本方針         

１ 処理対象とする災害廃棄物 

２ 基本的な考え方 

３ 処理期間 

４ 処理の推進体制 

５ 財源 

第４章 災害廃棄物の処理方法            

１ 災害廃棄物の処理フロー 

２ 仮置場の設置および管理・運営状況 

３ 種類別処理方法 

第５章 管理計画                     

１ 進捗管理 

２ 全体工程 

３ 災害廃棄物処理実行計画の見直し 
出典：「令和５年梅雨前線による大雨に係る秋田市災害廃棄物処理実行計画(秋田市､令和７年３月､最終版)」目次  
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